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午後１時００分 開会 

○稲田委員長 ただいまより都市経済委員会を開会いたします。 

 本日は、配付しております日程表のとおり行いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、当局から８件の報告がございます。 

 初めに、次期総合計画の基本構想及び基本計画の案について、当局からの報告をお願い

いたします。 

 長谷川総合政策課長。 

○長谷川総合政策課長 そういたしますと、次期総合計画の基本構想及び基本計画の案に

ついて報告をさせていただきます。 

 まず、報告につきましては、今回は、この案の策定に当たりまして、昨年の１０月に基

本構想及び基本計画の案を策定いたしまして、その後、審議会、それから市民説明会、そ

れから市議会におきましても御議論いただきまして、さまざまな御意見をいただいたとこ

ろでございます。このたび、その意見に対する意見を踏まえまして、修正を行いましたの

で、その修正案につきまして報告をさせていただくものでございます。 

 なお、この修正案につきましては、並行いたしまして審議会でも今後、議論をすること

にしておりますので、ここに書いてございますように若干修正が、今後さらなる文言の修

正等があろうかと思いますが、そのあたりにつきましては御了承いただきたいと思います。 

 続きまして、資料の概要につきまして説明をさせていただきます。 

 まず資料ですが、順番前後いたしますが、まず資料の２をごらんください。緑色の線が

入ってる資料でございますけども、まず資料の２でございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように昨年の基本構想、基本計画に対する案に対しまして審議会、議会、市民説明

会等でいただきました意見の一覧を取りまとめております。一番右端がその意見に対しま

す市の考え方を記載させていただいたものでございます。 

 続きまして、資料１をお願いいたします。資料１は、いただきました御意見に対しまし

て修正前、修正後、そしてそれに対する説明を一覧表でまとめさせていただいたものでご
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ざいます。 

 続きまして、資料３でございますけれども、資料３が基本構想、それと基本計画本体部

分になります。先ほど来説明してます修正部分につきまして、これを赤で見え消しで記載

させていただいております。赤で見え消しで修正分を反映したものが資料３になります。 

 なお、資料３、はぐっていただきまして、１枚目、１枚目のページが入ってないもので

ございますけども、これが基本構想部分になります。それから２枚目以降、ページが入っ

ているものが基本計画部分であります。特に基本構想部分につきましては、今後、審議会

審議が残っとりますので、これも今後修正を加えることがある可能性もございますんで、

そのあたりは御了承いただきたいと思います。 

 なお、本日の報告でございますけれども、都市経済委員会の御審議の分野以外でもこの

全体につきまして、この資料全体につきまして御意見をいただいても構いませんので、申

し添えます。 

 私からの説明は以上です。 

○稲田委員長 当局からの報告が終わりました。 

 これより委員の皆様からの質疑、意見等に入りますが、質問される際には資料１とか２

とか頭につけていただいてページ数言っていただくとわかりやすいですので、御協力お願

いいたします。 

 それでは、質疑、質問ある方、挙手をお願いします。 

 又野委員。 

○又野委員 そうしますと、資料３の２６ページのところですけれども、４－１のですね、

地元企業の振興と地域産業の活性化、そこで主な取組の①の中で海外展開を含む地産外商

の促進であります。基本構想のところでも新たにこの地産外商というのが加わるというか、

変更されてると思うんですけれども、確かに外に出てもうけるというのは大事だとは思う

んですけれども、この地元企業の振興と地域産業の活性化ということ考えると、これまで

も話出てますけれども、お金が外に出ていかないようにという地域経済循環の考えがある

と思います。結局中でも地域のものを買っていくということが必要だと思いますんで、こ

の地産外商というところだけじゃなくって、ここでも地域のものを購入していく、地産地

消のことを地域産業の活性化という点でいえば出してもいいのではないかなと思います。

そこら辺についてはどのようにお考えでしょうか。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 おっしゃいますとおり、地域内で資金を循環させる、これも大きな取り

組みであると思っております。今回の総合計画のまず最初に基本的な考え方を総合政策な

りから、以前も御説明をしたと思いますが、今回の総合計画については総花的なものでは

なくて、今後重点的に取り組んでいく内容について総合計画に掲げていくということでご

ざいます。現実的にその地産地消につきましては、ある程度いろんなところでこれまでも

対応してまいりましたし、当然その地元でつくられた特産品、農畜産物も含めた対応もや

ってまいりました。 

 今後の地元企業の振興、地域産業の活性化を考えた場合に現実的に今、海外を含む外へ

の販路開拓というのがやはり今後、重点的に対応していかなければならない取り組みだと

いうふうに思っておりまして、決してその地産地消の取り組みをしないというわけではご
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ざいません。やはり国内消費が人口減少に伴って縮小していくということはもう明らかで

ございますので、地元企業の今後の活性化を考えたときにやはり海外を含めた外に物をつ

くっていくというような視点を今度の総合計画における施策の重点として対応していきた

い、そういうつもりで地産外商の促進ということを掲げているものでございます。したが

いまして、地産地消につきましても引き続き対応してまいりたいという考え方でございま

す。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 重点として地産外商のほう考えられるのはいいんですけども、引き続き地産

地消ということであれば、もう最近ずっと言われてる、東京一極集中にならないようにや

っぱり地域の中で回していくというところも物すごい重要なことだと今言われてると思う

んですよ。やはりそこら辺も重点的に考えていただきたいなと思いますんで、できれば何

かそこら辺の入れていただければ、これは要望しておきます。 

 続きまして、２８ページ、企業誘致のところなんですけれども、これも要望にしておき

ますけれども、中小企業基本条例、きょうも話しされますけれども、いうことがあります

んで、企業誘致というよりは地元企業のほうを重視のほうに切りかえられてもいいのでは

ないかなと思いますんで、これは一応意見で言っておきます。何かもしあれば。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 両方大事な取り組みだというふうに考えております。その結果、総合計

画にも両方掲げさせていただいておるということでございます。両方がある程度あって、

地元の若い人の雇用の場も創出していくと、安定した雇用の場が確保できるという考え方

でございますので、考え方としては両方重視して取り組んでまいりたいというふうに思っ

ております。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 じゃ、また続いて、違うところなんですけれども、ごめんなさい、３１ペー

ジ、地域資源を活用した観光施策の推進というところで、これ具体的にここをどうこうと

いうのはないんですけれども、京都のこの観光の内容、ちょっと勉強というか、知る機会

がありまして、皆さん御存じだと思いますけど、京都はどんどんどんどん観光客がふえて

きて、オーバーツーリズム、観光公害が結構問題になってくるぐらいふえてきているとこ

ろなんですけれども、地元がそれだけ活性化してるのかという話を聞いたところ、実は中

小企業の７割ぐらいが赤字が結局まだ続いてるみたいで、さらには廃業、倒産するところ

もどんどんどんどん逆にふえてきてるような状態みたいなんですね。それは何でかという

話になったら、結局高級ホテルとか、大手のホテルとか、チェーン店とか、コンビニも含

めてだと思いますけれども、地元の中小企業のところで買うというよりは大手が入ってき

た店のところに観光客が行っちゃったりして、結局地元にお金が残らないと。またこれも

東京一極集中につながっちゃうんですけれども、そういうような現状があって、そんなに

観光客がふえてて京都がどれだけ栄えてるかといったら、そこまで活性化されてないとい

う話がありました。 

 この地域資源を活用したというので、結局活用を逆に大手の企業にされてしまってお金

を取られてるということに米子がならないようにといいますか、利用されるだけされると

いう可能性もありますので、そこら辺気をつけてやっぱりいかなければならないと感じた
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ところですので、意見としてこれお伝えしておきます。もし何かコメントもらえば。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 今、御指摘のように、地域資源を活用して、それが外から来た

ところにとられているという中でいかに経済回るのかということだと思いますけども、ま

ずここで地域資源を活用したというところで、地域資源まだこれからブラッシュアップし

ていかないといけないものもございますんで、まずそういうものの魅力を高めて、それで

お客さんに来ていただくんですけども、それをあとどう地域でお金を落としてもらうかと

いうところは、やはり地域で考えていかないといけない部分がございます。その中で例え

ば駅前だと駅前のほうの、駅前に限らないですけど、ホテル旅館組合の皆さんだとか、皆

生だと皆生温泉旅館組合の方とか、そういったところと連携を図りながらできるだけ市内、

あるいは鳥取県西部圏域であるとか、そういったところへ長期滞在していただいて、そち

らの事業者でお金落としていただけるようなそういうツーリズムといいますか、仕組みを

構築できたらなというふうに考えてます。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 続きまして、３４ページになりますけども。次世代につなぐ農業の推進とい

うところで、前回もちょっと意見を言わせてもらったんですけれども、そこの部分で、ち

ょっと一緒に見ていただきたいのが資料２のところの７ページで、４－９ですね、地産地

消促進の具体的な取組を記載してほしいというところで、右のほうで見ると修正なしにな

ってまして、今後も同様の方針で継続して取り組んでいくというのはいいんですけれども、

これが具体的な取り組みを書かない理由になるのかどうなのかと。これを取り組んでいく

って書いてあるんだったら別に書いてもいいのではないかなと思いまして、そこら辺どう

いう理由なのかを聞かせてもらえればと思います。 

○稲田委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 先月の委員会でも御質問がございました。又野委員から御質

問がございまして、そのときに取り組みというのは具体的に言いますとアスパルであると

ころの直売場であるとか、あるいはふれあい市のようなところに出店、あと農と食のフェ

スタ等の出店、あるいは学校給食、教育委員会のほうにお願いしまして、これは教育委員

会とＪＡ等が直にやっておられるんですけれども、それで地産地消の取り組みを強化して

るということでお話しさせていただきました。それで具体的なところというよりも、現状

と課題の下から２行目のところで地産地消の促進によるというところで大項目があるので、

御理解いただけるかなというぐあいで修正はなしというぐあいにさせていただいてるとこ

ろでございます。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 地産地消の促進というのも、先ほどもちょっとほかのところでも話ししまし

たけれども、やはり進めていかなければならないって思います。進めていくという方針だ

と思います。引き続きというのもわかるんですけれども、さらにやっぱり取り組み強化と

いう意味では本当にどんなことをしていくとかというのも明らかにやはりこの中でもして

いただきたいなと。引き続きですけども、済みません、ちょっと要望しておきますんで、

よろしくお願いします。 

 それとそこの同じページなんですけれども、前回は家族農業の１０年、これで採択され
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たのがあるんですけれども、せっかくその家族農業の１０年、世界的にこれ取り組んでい

くという方針がある中で、そのことについても米子でも家族経営の部分が多いのは御承知

のことだと思いますんで、この機会にそのところも打ち出していただければなと思ってお

りますんで、ちらっと前回のときも言ったと思うんですけども、特に資料２のところでは

書いてなかったんで、改めてちょっと言っておきたいと思いますんで、よろしくお願いし

ます。私から以上です。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 私は前回欠席しとったんで、どこまで議論されてるかちょっと把握してない

けども、重複したりするかもしれませんけども、初めての議論なんで、それも多少理解し

ていただいて御返答賜りたいと思うんですが、まず、この資料３のはぐって、１ページ目、

ページ数が書いてないとこだけども、「住んで楽しいまち よなご」と書いてある、その修

正後というところで「躍動感あふれる新商都米子をめざします」と、こう書いてあります

ね。それと「住んで楽しいまち よなご」、これどっちが主語になるのかなと。私は古いで

すから、昔はだって健康保養都市とか、充実したいうやな形、フレーズというか、そうい

う都市のイメージを、キャッチフレーズつくっとったもんですね。ここで見ると「躍動感

あふれる新商都米子」ということは都市のイメージというのを映し出すことにならへんか

なというふうな気がするし、そうすると「住んで楽しいまち よなご」とどっちがいいの

かなという感じ受けるんだけども、この辺のところはどういうふうに考えてこういう表現

になるんですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ありがとうございます。市の将来像に係る御意見ということでござ

いますが、先ほど私どもの総合政策課長のほうが申し上げましたけども、いわゆるまさに

今ここの基本構想の市の将来像及びその下にありますまちづくりの基本目標のところが一

応きょうの段階としての案というのはお示しはさせていただいとりますが、ここの部分が

まさに今後の審議会、ごめんなさい、審議会といいますのは計画の策定の審議会です、そ

このところに委ねられている部分でございますので、そういう遠藤委員さんの御意見があ

ったということを踏まえまして、また少しそこのところは審議会にもそういう御意見があ

ったという上で、またこれから議論を進めさせていただきたいと思います。 

 それで今の質問、答えにはならないんで、一応今の時点での考え方、あくまでも現時点

での考えということでお断りしておきますが、市の将来像としては「住んで楽しいまち よ

なご」というものでございます。 

 それでそこの下のこのいわゆる新商都米子というところが実際にイメージとしては、米

子市が持っている潜在的なあらゆる可能性を、それを活用して新たな米子市を目指すと。

ただ、商都というのは、今までも商都米子と言われてますから、その伝統を踏まえて新商

都という表現をしてるんですが、まさにここのところが今議論の最中になっているという

ことでございますんで、逆に、ここに対する御意見ということで皆さん方から頂戴できた

ら本当にありがたいと思ってますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 都市のイメージというもの考えちょうけん、どっちがええかなというような
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議論を呼ぶところじゃないでしょうかということから気がつきました。 

 それから１ページ目ですね、ページ打ってある１ページ目、ここで主な取組のところで

高規格道路の早期事業化ということが書いてありますけども、これのルートの設定とか、

この高規格道路による米子市のまちづくり効果、こういうところは十分に議論された上で

この取り組みがしていくということになっていくんだろうと思うんですが、そういうもの

というものは検討された内容というのはあるんですかねということが１点。 

 もう一つ、中海架橋の整備に向けた連携の推進となっていますけども、これ僕は、この

高規格道路から比べると少し何か薄い感じがするんですよね、姿勢が。僕は、逆に国の直

轄事業としてこれを推進していくというような形に置きかえていくことはできないもんか

なと思っておるんです。それは何かというと、これ一時国会でも問題になりましたよね。

山口県の安倍さんのところと麻生さんの福岡県のところに橋をかけるという話があって、

国土交通省の副大臣か、塚田さんかな、あれ落選したけど。 

（「ですね。」と声あり） 

 そういう失敗があったけども、その議論を聞いとると、僕はこれ中海架橋というものは、

なぜ国の直轄事業に向けて推進が必要かというと、両県にまたがる橋になるんですよ。と

いうことになると、これは山口県と福岡県の国交省の副大臣が言ったことと同じことで、

そういう大きな目標を持ってこれは取り組んでいくような形をやったほうがいいんじゃな

いかと。島根県や鳥取県の財源で国の補助受けてやりますような事業ではない枠組みも検

討する必要があるんじゃないかいうことと、それをかけていく場合に将来の広域的な行政

圏というものをどう考えていくのかいう大義を掲げていくということにもつながっていか

へんかと思うんですね。やっぱりそういう観点がこの中海架橋の問題にはあるんじゃない

のかと思うんだけども、そういうようなことも含めて検討されておるのかどうなのかとい

うこと。推進の段階にとどまっておる理由がわからんということですね。 

 それからもう一つは、②中国横断新幹線（伯備新幹線）書いてありますけども、問題は、

今、新聞でいろいろと活字が躍っていますけども、僕は、市民の皆さん方が一番心配して

おられるのは、この新幹線事業に伴う自治体負担、これが一体将来的に米子市はどれだけ

の負担がかかってくるんですかと。伯備線と山陰本線と両方やるいったら相当なお金が必

要じゃないかと思うんですけども、それらの見通しというものを十分見据えた上でこの要

望活動が行われていると、将来のこういうインフラ整備やっていくいうことになっている

のかどうなのか。そして具体的に今の段階でどれだけの負担金になるかということが試算

されのかどうなのか、こういうところについてもお聞きしたいと思うんです。まず、１ペ

ージ目のとこはそこに疑問があります。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 まず最初に、米子境港間の結びます高規格幹線道路の早期事業化と

いうことでお尋ねがございました。これについては国、県、関係市町村ですね、そういっ

たところの構成であり方検討会というところがございまして、今現在ちょっとこれがスト

ップしてるというとこでございますけども、その中でまちづくりの効果ですとか、渋滞効

果ですとか、そういったところの効果のところをいろいろ検討してるというところでござ

いまして、今現在それを早期開催ということで進めてるところでございます。 

 それでルートというようなお話もございましたけれども、これについては当然国のほう
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が定めていかれるというところでございまして、今の鳥取の南北道路というのを例にとり

ますと、あれが計画段階評価調査という形で国のほうが進められまして、その段階でそう

いったルートを示されて、住民の方の意見を伺ってやっておられるというような状況でご

ざいますので、そういった手順を踏んで進んでいくものということでは考えてるところで

ございます。 

 それと今の中海架橋の整備に関しましては、委員さんがおっしゃられますとおり、圏域

という部分にいきますと当然島根県側のほうがかなりエリアとしては大きいというところ

でございますので、当然島根県側のほうがこれを重点的に進めていかれるというようなお

考えがないといけないというところでございますけども、聞いておりますところによりま

すと今、島根県側については山陰道のほうがまだミッシングリンクが残ってるというよう

なところもございまして、どちらかといいますとそちらのほうに重きを置いてられるとい

うことでございまして、今の鳥取県と島根県のそういった協議会も設けておられますけど、

これがなかなか進んでいないということでございまして、市としてはそういった協議会を

早期開催していただくということで今重ねて要望をしてるというところでございます。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 私のほうからは、いわゆる高規格道路と広域的な状況と中国横断新

幹線及び山陰新幹線のことについてちょっと答弁をさせていただきたいと思いますが、高

規格道路につきましては先ほど都市整備部長のほうが申し上げたとおりでございますが、

市長会の動きといたしましては、この米子境港の高規格道路、あと中海架橋に向けた整備

の推進、これはまさに先ほど遠藤委員さん言われたように、やはり広域的に進めなきゃな

らないもので、そういうことでいわゆる５市において８の字ルート構想というのを設けて、

これらの道路の整備に向けた取り組みを既に来年度も５市のいわゆる地方創生というもの

つくりましたんで、その中できちんと掲げて取り組みを進めるという形にしております。 

 それで中国横断新幹線及び山陰新幹線の整備についてでございますけども、特に伯備新

幹線につきましては、まさに岡山まで３３分でなりますと、それで大阪まで８０分という

ような夢のあるものでございます。それで御案内のように、まずは基本計画路線であるも

のを整備計画路線に今の時期にやんないともうやれないというようなことで取り組みを進

めているところでございますが、御質問がありました自治体負担について、これはおっし

ゃるとおり全国的にこの自治体負担とかいう、要は既存の路線がどうなるか、簡単に言え

ばそれが主な課題だというふうに認識はしております。現時点におきましては、それらの

自治体負担については、結局最後の整備になるわけです、この山陰の新幹線というのが。

今まで全国津々浦々新幹線の整備をして、皆さん発展してきたんじゃないですか、日本全

国。私どもは最後ですよという、そういう趣旨から自治体負担がないようにということも

きちんと要望活動の中に取り入れて、要望書の中に組み入れて、それで自治体負担がない

ような形での要望活動をさせていただいとるいうことでございますので、そういうことで

ございます。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 字で書くと悪いことじゃないじゃないかというふうに受けとめるんですけ

ども、問題は体制がどうなのかいうことに尽きるんじゃないでしょうかね、それぞれの事

業が。だから新幹線の今説明があったことなんだけど、地元負担がないように要望します。
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要望は要望でええと。ほんでそれ誰が受け入れるかということ。山陰だけが最後に残っと

ったけん、山陰だけはただにしちゃあわ、こんな話は国体で出てくる話はないと思う。そ

うなってくるとやっぱり市民の皆さん方へ将来的な課題であろうとしても、こういう要望

掲げて、要はどれだけの負担が伴いますよというぐらいなことは情報として提供できるこ

とがあって初めて取り組めるんじゃないかなと僕は思うんです。いいことだ、いいことだ

言って、中を見せりゃ毒まんじゅうを食わせられる話では市民の人は大変だと思うんで、

そういう取り組みに当たってはそういうことも含めた検討がされとるなら情報公開しても

らいたい。 

 それから中海架橋の話の問題なんだけど、これ推進体制のあり方を僕は聞いてるんです

よ、事業として。だから島根県と鳥取県が地元負担、地元の金を含めて出し合いますよう

な話ではらちが明かんですよということ言っとる。両県にまたがる橋だったら、国の直轄

事業で国交省にやらせると、そういう要望に切りかえていく取り組み、意識の変換、こう

いうことが必要じゃないですかと。その上でなぜそういうことするんだといったら、将来

の広域行政を頭に入れとりますというぐらいの大胆なものを掲げていくような形にしてい

かにゃいけんじゃないのかというのが僕が感じる意見なんです。だからそういうことがこ

れではちょっと見えないなというふうに思います。 

 それから高規格道路のルート決定は国が決定するんだと、市長もそう言ってるけど、国

が決定するのに米子市が一番問題になるのは中心市街地を含めてこのルートが決まるとい

うことじゃないでしょうかね。そうすると住居環境に対する影響をどういうふうに考えて

いくのかいうことが最大のネックになると思いますよ。そうなってくると国が決めますよ

という言葉だけでなしに、米子としてはどういうふうにそのルートを決めることが米子の

まちづくりにもつながるし、住居環境に対しても影響が少ない道というのがどういうルー

トなのかということを私は市民の皆さんも含めて求められてくると思いますよ。国の国交

省だけで決めますわってことでは説明に私はならないと思う。だからそういうものを含め

て私は検討を進めておられる中でこれが掲げられているということではそれでいいと思う

んだけど、その辺ちょっと見えないなということを指摘しておきたいと思いますね。 

 それから２ページ、これを見とって僕が一つ思うのは、いわゆる松江線なんかも減便に

なってるんでしょう。あれ昔はドル箱路線だったんですよ、松江線なんていうのは。そう

いう状況が起こってる中で、ましてや３種路線だったかな。そういうところも含めて廃止

していかないけん状況が起こってきてる状況の中で、いわゆる地域に公的なバスも入って

ないようなところがいっぱいあるんだ。いわゆる空白地域というのかね、バスの。例えば

私の住んでる、伊藤さんもおるけども、区域でも、１,０００世帯以上ある三柳団地から浜

河崎と一緒だと時には、バス、１本しか入ってないですよね、１,０００世帯なのに。そこ

で下の側の浜河崎の皆さん方も、もう少し下側へ回してもらえんだろうかという声も出て

おるんです。ただ、今あなたたち、そういうふうに回すということだけ、簡単に物が済む

話ではないと。つまりそういうことも含めて考えてみたときに、いわゆる空白地域におけ

る公共の交通の端って言ったら失礼だけども、手段をどういうふうに考えていくのかいう

ことがここでは余りちょっとうたってないような感じがするんですよ。 

 かつて私は、永江団地の問題を含めて日ノ丸の支店長と話したことがあるんですけども、

買い物バスルートというものが考えられんか。駅前を含めて、永江団地を含めて、ぐりっ
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と回ってくるようなそういうものは買い物コースのバスルートが考えれんかって当時言っ

たことがある、随分前ですけどね。例えばそういうようなことをもって各この空白地域の

ところにそういうバスを回す、小型バスでもいいから回せるようなそういう構想を描くこ

とはできるんだろうかなと思うんですよね。それがこの中には含まれているのかどうなの

かお聞きしたい。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ありがとうございます。今の市民の皆さんの意見をまさに代弁して

いただいた御意見だというふうに思っております。今回私どもが市公共交通体系の確立と

いうことで上げております、まず１番目でございます、計画目標の。まさにそこが今、遠

藤委員さん言われた、まずバス路線を再編し、あと持続可能な公共交通体系を構築します。

具体的なものは予算とリンクするものですから書いておりませんけども、まず以前、今年

度ですね、公共交通ビジョンというのは皆さん方にお示しをさせていただきました。そし

てその際に各路線ごとの今の利用状況というのも今までお出ししてないものを出させてい

ただきました。それはなぜかというと、来年度本格的に取り組む予定にしておりますけど

も、いわゆるバス路線の再編をして、そして持続可能なまず公共交通体系をつくる。この

持続可能といいますのは何かと具体的に申し上げますと、やはりまずは商業ベースで確立

できるものは商業ベースで確立していきたいという意味です。それをきちんと整理した後、

今、遠藤委員さん言われたような要は空白路線ですとか、いわゆるそういうところについ

て、これはバスだけではなくて、例えばデマンドとか、そういうようなところでやりたい

ということは公共交通ビジョンの中に含んでいて書いてはいるんですけども、一応そのこ

とも含めましていわゆる新たな地域公共交通体系の確立ということをこの章、ここの基本

方向で上げてあるということでございます。 

 なお、表現が不十分だと言われれば、う～んと思うんですけども、基本的には全体的な

流れとして今御意見のございました件についてはしっかり対応させていただきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 正直言って人生８０年とも言われとるし、中には１５０年という学説もある

けど、なかなかこれが実現して本当に利用できんと、市民の皆さんがどれだけそれの恩恵

にあずかるかいうことも、時間的なことも含めて検討を急いでいただかなきゃならんとい

うことを申し上げたい。 

 それから４ページ、この問題今までかなり議論されて、していただいとったんだけども、

都市計画マスタープランの問題とかかわってくるんだけども、細かい議論は、全体的に大

きな深掘りはしませんが、一番大事なのは、この主な取組のところの①のところの２点目

のところ、中心市街地の土地利用の見直しと、こういうこと書いてあるんですね。言葉と

してはいいと思いますよ、土地利用の見直し。だけど、手法と手段はどういう方向でやら

れるんですか、こういうことです。これ米子市の財産であれば簡単に話がつきます。だが、

民地です。その民地の土地利用の見直しというのをここへ掲げられた以上は、それはどう

いう方法でやられるんですかと、手段と方法、これがちょっと読みにくいなということが

１点。 

 それからもう一つは、以前にこれは市街地活性化基本計画なんかのときだと思うんだけ
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ども、この市街地の土地利用については高度利用していこうじゃないかという言葉を使わ

れたことがある、これも残ってると思うんですね。この土地の高度利用ということが使わ

れてますけど、これはこの中に含まれてくる話なのかどうなのかいうことで、その辺の整

合性をどう考えておられるかいうことですね。 

 それからもう１点大事な点は、私はやっぱり調整区域と市街化区域の土地利用の問題の

あり方を再度検討されるべきだと思うんですよ。将来的に人口が減っていきますけども、

それじゃ、将来的に人口減っていくけども、そのまま、現状のままでいいかどうかという

問題とはまた別の話だと思うんです。やっぱり市街化されていて、調整区域を市街化にな

っとる。調整区域なんか、ほとんどもう住宅が建って市街化になっとる。こういうところ

の地域の土地利用のあり方というのは、この際きちんとやっぱり検討課題に上げて、具体

的な対策をとらなきゃいけないかと思ってますよ。それはなぜかというと、結局都市の機

能を再生させていくためには、やっぱり何だかんだ言っても一番土地の資源をどう活用す

るかですから、それが中心市街地の土地の利用もそうですが、今言った調整区域の市街化

区域になってる区域をどう再生していくかということも大事だと思うんですよね。そうい

う意味でその辺のところを含めた検討というようにされてるのかどうか、お聞きしたい。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ありがとうございます。今、委員さんが実は御意見いただいたのは、

一応書き方といたしましては、昨年ですね、都市計画マスタープランというのを一応つく

って、そのベースに基づいて、こういう中心市街地と郊外の一体的な発展を目指すという

ことでここに書いております。具体的に言いますと、市街地についてはコンパクトシティ

ーを目指す、今でも米子市は十分コンパクトなんですけども、コンパクトなまちづくりを

目指すということで、中心市街地につきましては、例えばですけども、まだ具体的なもの

というのは現時点ではまだまだここで、この場でこうですというような考えはありません

が、用途区域の見直し等の検討を進めていく必要があるというふうに考えております。 

 問題は、本当に先ほど言われました今の調整区域と市街化区域がどうなのかという話で

ございますが、これにつきましては本市のいわゆる都市計画決定といいますのが県のいわ

ゆる都市計画マスタープランに基づいたものであるという、そういう縛りがあると思いま

すが、まさに今、遠藤委員さんが言われた、特に市街化区域と市街化調整区域、具体的に

言いますともう各中学校区で明らかに人口がふえているのは市街化区域であって、人口減

少が著しいのは市街化調整区域だというような現状もあります。それを踏まえた上で私ど

もといたしましては、まず直近でできるような規制緩和なりなんなりの手法がとれないか

ということで、例えばこれは既に議会のほうにお願いをいたしました沿道沿いの規制緩和

ですとか、要は既存集落維持のための規制緩和、そのあたりについては既にお願いをしと

るわけですけども、そのあたりについてもう少しやっぱり今後も考えていく必要があるの

ではないかというふうに思っております。 

 難しいのは、先ほども言いましたように、やっぱり県のマスタープランとのリンクとい

うのが必要であるので、私どもだけですぐすぐというわけにはなりませんが、この今、委

員さんから提案があった課題については、これは特に今の人口減少時代を迎えて本当に重

要な課題であるということで、正直言いまして今、日夜頭悩ませているというのが現状で

ございます。いろいろ今後も皆さん方のそういう御意見を踏まえながらさまざまな土地利
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用については検討してまいりたいと考えておりますので、今後ともいろいろ御教示をお願

いしたいというふうに思います。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は、部長、この議会の規制があるかどうかわからないけど、都市計画マス

タープランは県との整合性って当然ありますよ。だけども、基本的な法律の定めも市町村

が主体的になって進めると書いてある。それを県全体で整合させていくという話だ。だか

らやっぱり米子市の調整区域の問題なんかを、県との整合性の前に米子市がどういう姿勢

で臨むかという方針を決めていかなきゃいけない。ここの部分がおろそかになっておった

んじゃいけないじゃないかと思っていますよ。その結果、県との整合性が出てくるんだ。

県が縛りをかけておるからできませんという話ではない。こういうことの理解はしておら

れると思うんですけど、ちょっと今の説明の中ではそれが見えませんでしたね。 

 だからそれについて十分検討されていただきたいと思いますし、ここに書いとる都市機

能を集積させるという言葉の意味は、どういう意味を持って書いておられるかということ

だと思うんですよね。どうもこの都市機能を集積させるという意味は、人口増加なんだと

思いますよ、もっと言えば。だからそのためにはどうするかという議論がここに出てこな

きゃいけないと思います。だから単なる都市機能の集積ということじゃなしに、それは人

口増加。人口増加ということになりゃ土地のインフラをどうするかと、これ非常に密接な

関係になってくる。こういうやっぱり体系が必要になってくるじゃないかと思ってるんで

すね。 

 米子はコンパクトは、もともとコンパクトだと言われますけど、ここ２０年米子市は行

政サービスを分散化しますよね。コンパクトとは反対の方向に市長は流れをつくっていこ

うとしてる。そういうところも含めて、僕は少し検討の必要があるんじゃないかなと思い

ます。 

 それは余談なこととしておきまして、それから次の５ページ、米子駅周辺整備の推進、

ここで問題は、米子駅周辺のまちづくりに取り組むと書いてありますけども、この手段と

方法あるいは機能性という、都市の機能性、これはどのように検討されてこういうふうな

形になっていくんですか。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 当然この駅周辺のにぎわいの創出という部分では、今実施しとりま

す米子駅南北自由通路、こういったところを契機として、駅北広場を含めた駅周辺、そう

いったところをにぎわいを創出していきたいということで考えとりまして、それで今、駅

北広場につきましては、当然今、車中心の駅北広場自体がなっとりますので、それを歩行

者の方の優先的なそういった整備を進めるというようなところも含めて機能の再配置、そ

ういったところも考えておりますし、あるいはだんだん広場、それから今のカーニバルコ

ート、こういったところを含めていかににぎわいを創出していくかというところを今後検

討するということで、これにつきましては令和２年度から基本計画を策定するということ

で進めていきたいというところで考えております。以上でございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 今、部長さん、説明を受けとって、この南と北の駐車場や広場の活用はわか

りますよ。それだけがにぎわいづくりになるんですかという位置づけですか。僕は、そう
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じゃなくて、南北一体化という大きな当初のスタートからしてみたときには、駅を中心に

して、その周辺の土地利用も含めた中でどういう都市機能を張りつけるんですかというこ

との議論で始まったという気がするんですけどね。だけど、今の話聞いとると、南の広場

と北の広場を利便性をよくすればそれでにぎわいにつながるだ、こんなふうに聞こえたん

ですが、そういう中身なんですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 済みません。ちょっとこのまちづくりビジョンの書き方がわかりに

くかったかもしれませんが、まちづくりの基本方向の今御質問いただいておりますのは１

－４のあくまでも米子駅周辺の整備を基本とした書き方で、はぐっていただきますと、１

－５、中心市街地のにぎわい創出というふうになってございます。それで御案内のように、

私どもの中心市街地の考え方というのは、角盤町が一つの核であるようなところに、米子

駅というのがもう一つの核、いわゆる２個、２核というものでございます。 

 先ほどの遠藤委員さんの御指摘については、まさにこの駅周辺エリアの活性化。まず何

が違うかというと、言葉的にはちょっとわかりにくいかもしれませんが、エリアという言

葉をここでは使っとります。それでいわゆる南北自由通路事業をベースにして、この駅周

辺のエリアですね、これを中心市街地という位置づけをして、具体的なものについては空

き店舗云々ということしか書いてありませんが、そこの周辺のまちづくりというのをこれ

からこれを契機に考えていきたいと。その第１弾が先ほど都市整備部長のほうが申し上げ

ました、まずは駅の北広場のあり方についての基本設計であるということでございますの

で、御理解をいただきたいと思いますし、ある意味駅周辺のエリアにつきましては今後の

話でもありますので、ぜひ例えばこういうふうに活性化したらいいじゃないかとか、そう

いうような御意見がありましたらどんどん積極的に御指導いただければというふうに考え

ております。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 この南北一体化事業では、野坂市長時代から議論をして、自由通路が持って

きた流れの中で、南と北のやっぱり土地の利用を含めた都市機能をどう張りつけるんだと、

これが最大のテーマではなかったんですかね。ただ広場との利用の利便性さえよくなれば、

６０億投資して自由通路つくりましょうというような、そんなことの矮小化した議論じゃ

ないという気がするんですよ。その辺のところはこれではちょっとわかりにくいので、あ

えてお聞きしましたが、僕はそういうところを忘れてしまっていただいたんでは６０億円

の投資という大きな税金の無駄遣いになるんじゃないですかねということを申し上げたい

んで、その辺をよく掘り下げてもらいたいと思うんですね。 

 それから中心市街地のにぎわいの創出の６ページのところ、ここにいろいろ書いてあり

ますけど、最初のときの土地利用の問題とも関連してくるんですが、私の考え方を言って

もいけませんけど、この中にはこういう考え方が入ってるかということをお聞きしますけ

ど、例えば中心市街地の活性化策、東京でもそうなんですけども、どういう手法が行われ

てるかというと、結局再開発事業か区画整理事業かと、土地の基盤整備というのをまず優

先的に考えた中で、それに盛りつけていくという、これが基本なんですよ。これは都市整

備部長はよく専門家だけ、御存じでしょう。東京なんかでも小さい区域であったとしても

再開発事業、区画整理事業しながら、そこの企業も新たに生み出すんですよ。これが原則
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なんです。 

 僕は、これで見とると、そういうものがここの中で含まれておってこういう創出を図り

ますよということになってんのかどうなのかということ。それをしないでただ創出を図り

ますと言ったって、これ絵に描いた餅にすぎない。あえて辛口言わせていただく。僕は、

本当にそこに踏み込んでいかないと、中心市街地なんていうのは再生できませんよ。地主

さんがおいでえことですけん、地主さんの言われるままにやってきましたといったら永遠

に中心市街地は活性化できない。そういうことも含めて、ちょっと個人的な意見が含まれ

たけども、いわゆる区画整理事業とか、再開発事業、そういうものをはめ込んでいかれる

考えあるかどうか。例えばそら大きな規模でなくても、小さな規模であったとしても、そ

れを核にしながら広げてやるという、こういう手法だったことがあると思うんです。その

辺のところの論議はされてるんですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 遠藤委員さんの御意見については貴重な御意見として受けとめさ

せていただきたいと思いますが、私どもといたしましては、具体的にはまだまだ絵になっ

ておりませんが、例えばこのたび、昨年ですけど、ＵＲさん、都市再生機構さんと包括連

携協定を結びました。その趣旨は、そういうことも、今、委員さんが言われたことも将来

は視野に入れないと現実問題としてまさに中心市街地のにぎわい創出なんていうのはやは

りなかなか難しいであろうという趣旨もあります。けど、現時点におきましてはまだなか

なか具体な話ということにはなっておりませんので、そういうことも含めて今後検討させ

ていただきたいというふうには考えておりますので、そういう御意見がまたどんどんあり

ましたらぜひ頂戴したいというふうに思っております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 いや、僕は、そういうことを将来的には考えて、具体的な方針の中にそうい

った区画整理事業とか再開発事業というのは、これ具体的な事業手法ですから、それがき

ちんと活字として表現されていかなければ、何かいろんな意見があったけど、話の中に入

れますわという話の問題ではないという。行政が主体性を持ってやる事業としてはその２

つの手法しか僕はないと思っていますから、ということであえて申し上げておるんで、そ

れが柱にしてあるのかどうなのかということをお聞きしてるわけです。これはよく検討し

てもらいたいと思いますね。 

 それから８ページ、これ僕、読んでみていくといろいろ公民館問題、議会でもいろいろ

聞きたいんですけども、一番僕はこれを読んどる中に公民館活動の本来のありようという

ものをどう基本的に位置づけていくのかということが少し見えないじゃないか。公民館活

動というのは、社会教育基本法に基づく施設であって、社会教育の拠点なんですよね。と

ころが現実というものがどういうふうになってるかということとの照らし合わせというの

が僕は大事じゃないかな。趣味とか何かでこれにぎやかにやっとるけん、いいんだという

ことでずっと流れてきていいのかどうなのかということで僕は一つは指摘しておかなきゃ

いかんと思う。そういう意味からいうと社会教育の理念と目標、こういうものをきちんと

した柱にした中で地域づくりを推進するという表現が僕はあってもいいんじゃないかと思

うんですな。それはこれでは見えないけども、それは含まれているかどうかお聞きしてお

きます。 
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○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 今回のこの公民館を拠点とした地域づくりの推進ですけども、まず

は社会教育の、社会教育というのはそれこそ遠藤委員さん御案内のように、時代によって

さまざまその内容というのは変わってきているものであるというふうに理解をしておりま

す。 

 ただ、変わらないのは、やはり地域の人づくり、そういうのが地域の社会教育の基本だ

というふうに認識をしております。 

 そして今回この公民館を拠点とした地域づくりの推進につきましては、以前議会のほう

でも御承認いただきました自治基本条例におきまして既に公民館は簡単に言えば地域活動

の拠点であるというふうなことが書いてありまして、現に多くの公民館は実態はそれぞれ、

全く一緒というわけではありませんが、さまざまな地域活動を既にしていらっしゃいます。

それについてはそれぞれ現場の公民館のことをよく御存じの議員さん方もそういう状態で

あるというのは認識をしていらっしゃるというふうに思っております。 

 今回私どもがここで掲げておりますのが、地域で活動する団体が今後も活動継続できる

よう条件整備をしてるのは前段で設けておりますが、これが今現在、既に議会でも何回も

何回も御指摘をいただいておりますが、要は担い手不足の問題というのが本当に深刻な状

況である。そのためにそれが今後の団体が活動ができるように、そういうところの条件整

備しなきゃならない、これが一つの目標であり、２番目につきましては、先ほど申し上げ

ましたように、地域のニーズに応じてさまざまな特色のある取り組みというのを現にされ

ていらっしゃいますんで、そこもそれが今後は公民館の活動の要は基本となります。まさ

に遠藤委員が今言われた社会教育というもの基本としながらも、やはりまちづくりこうし

ていかなきゃいけないというの、そういう思いを持って、あとは２番のところの計画目標

上げさせていただいたということでございます。 

 そして３番目においては、繰り返しになりますけど、やはり公民館というものは地域に

根差したものですから、これは一律的にどうのこうのということではなくて、あくまでも

地域の実情に応じた地域づくり、今までは公民館のあり方はこうですとか、ある一定の何

かそういう方針なりを設けましてやってきたという経過ありますけども、要は地域の特色

があっていいんですよということをここに改めて宣言をさせていただいた。そういう取り

組みを今後推進させていただきたいと思っておりますんで、よろしくお願いしたいと思い

ます。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は、担い手づくりという問題で社会教育の視点で考えると、倫理観と道徳

観というものをどう醸成していくかということ。渋沢栄一さんの本読まれた方、「論語と算

盤」、おられるのかもしれませんけど、あの人が成功されたのはそこなんです。だからやっ

ぱり人間としてごくきちんとした理念と信念を持って動ける力をどれだけみんなが蓄えて

いくかということがないと行動はできんのじゃないのかなというふうに思っとりまして、

私は、今これからどんどんどんどん社会の状況が変わっていく中で、この倫理観と道徳観、

こういうものを社会教育の中で広げていく、地域で、これが米子市の公民館だけの担い手

じゃなくして、地域、社会を担う人々を救い出して、そういうことにつながるんじゃない

かなというふうに思って、あえて社会教育の理念と目標を求めておるという意味でありま
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すんで、これは１２ページの人権問題とも極めて絡んできますが、そういうことも含めて

含まれておって推進していただくということを求めておきたいと思います。 

 それから１５ページの鳥大との関係で、緑色のところに、資料の２の３ページに鳥大及

び同附属病院を大切にしてほしいと市民の声が書いてありますが、これに対して提案意見

を反映というふうに示されていますけども、これはどういう意味をなしているんですか。

資料２の３ページでは、市民の声が載っていますよね、鳥大のところ。解説してほしい。

それが、提案意見を反映と書いてありますが、これどういう意味なんですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ここはまちづくりの基本方向の上のちょっと段を見ていただきた

いんですけども、修正前は鳥取大学医学部及び米子工業高等専門学校等という文字がなく、

単純に高等教育機関との連携という表現であって、内容については主に鳥取大さん、あと

は高専さん、あとはＹＭＣＡさんとかの高等教育専門学校なんですけども、やっぱりそこ

はきちんともっと、それがあくまでもこの鳥大さんと米子高専さん、米子市の財産なんだ

から、具体的な取り組み内容と具体的な表記を記載してほしいということでございました

んで、その御意見を反映させていただいて、赤字の部分ですね、ここのところを、二重線

の部分については訂正をさせていただいた部分ですし、あと赤字の部分については新たに

書き加えさせていただいたということでの意見反映いうことでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 もう一つは、この鳥大のキャンパスに対する取り組みについては、どういう

ようなスタンスがここの中では含まれてるんですか。それは全く論外のことですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 鳥大のキャンパスについては、あえてここには記載しておりません

が、このキャンパスのあり方については現在でももしそういうような必要性ありましたら

トップミーティング等で具体的な話をするという環境はできているというふうになってお

ります。 

 そして今までのキャンパスの利用につきましては、議会でも御報告させていただきまし

たけども、一応決着がついたものというふうな認識でおります。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 これは後からの公園問題のところで深掘りしますけど、僕は、伊木市長が就

任早々に病院長とテレビ会談を含めて決着をつけたという宣伝をしてしまったんですけど

も、あれは５年以内に湊山球場を使うという意思はありませんよということを医大は言っ

ただけの話であって、将来にわたって周辺に鳥大のキャンパスの土地が必要ですいうこと

を否定したわけじゃないんですよね。僕は、これ間違えてもらっちゃ困るなという感じが

するんですよ。だからそういう意味でキャンパス問題というのは、この総合計画の期間内

に必ず起こってくる問題じゃないのかなということを思っておるもんですから、あえてそ

れは含まれていますんですかということをお聞きしたい。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 キャンパス問題については、現在もまだまだ鳥大さんが抱えてらっ

しゃるというのは、私ども十分認識をしているところでございまして、そのことについて

は、先ほどの繰り返しになりますけども、いわゆる市長、病院長、あと医学部長等々のト
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ップミーティングの中で話し合っているところでございますが、まだ具体的な内容とかそ

ういうものがない時点でこのいわゆる基本方向に書くことはできないという判断から書い

てないだけでございまして、キャンパスに係る認識につきましては委員さんと同じ認識を

持っているということでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 次、２１ページ、学校教育の充実、これいろいろ書いてありますけど、私は

この中で義務教育という観点に立った基本的なスタンスが見えないなというふうに思っと

るんです。それは何かというと、父母負担の軽減、それと公立学校の格差の解消、この２

つが僕は義務教育で一番重要な柱と思ってるんです。この表現が見えないんですけども、

これはどうお考えなんですか。格差の解消といったのは、補助教材で一時議会で私は教育

長と議論したことがありますよね。そういうのも含めた上で格差の解消を言ってるわけで

す。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 私の立場からその見解についてのお答えというのはちょっと控え

させていただきたいと思いますが、負担の軽減と格差の解消についてやっぱり書くべきだ

という御意見だというふうに思いますので、その御意見については教育委員会のほうにき

ちんと言っておきたいというふうに思います。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そういうふうに検討してみてください。 

 それから２５ページ、ふるさと教育の推進というところで、主な取組、①、いいことが

書いてあります。ただ、大事なことは、言葉だけでこう並べとっても実感として市民に映

らない部分があると思うんですね。 

 例えば先人の業績ということが書いてある。これ活字や本だけで話しするんじゃなくて、

他の都市に行きますと作家とか、音楽家とか、あるいはノーベル賞もらった人もそうかも

しれませんが、その人の偉業をたたえるふるさと館というものをつくってらっしゃるんで

す。そこにいろんなものが出品というか、偉功が残ってるんですね。そういうものもあっ

て初めて僕は先人の業績をたたえるということになるし、ふるさとへの愛着というものを

掘り起こす大きな、道具じゃないけども、ものになるんじゃないかなというふうに私は思

うんですが、そういうような施設づくりというようなことは考えておられないんですか、

これ。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 要は先人の業績につきましては、これ委員の皆さん御案内だと思い

ますけども、小学生を対象に米子市の先人のいわゆる冊子ですか、これを配らせていただ

いたこともありますが、先ほどの遠藤委員さんの提案がございましたふるさと館の設置に

ついては、ちょっとこの今の段階では検討しておりませんので、貴重な御意見ということ

で受けとめさせていただきたいと思います。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 貴重な御意見で、あと何もないじゃ困るんで、そういうことも含めて検討課

題にしてもらいたいですね。例えば音楽家で高木東六さんっておられるでしょ。米子市の

人でしょ、これ。それからバイオリンの鷲見三郎さんでしたかね。それからそこの加茂町
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のとこにあるのは何だったかな、作家の方、何だかさんがおいでえし、それから経済学者

の有名な……。 

       （「宇沢先生ですね、宇沢先生。」と声あり） 

 うん。宇沢弘文さん。いろんな方々がおいでえですよね。そういう方々の偉功をちゃん

と展示しといて、それで本当にそういう偉人がおいでたんだな、このふるさとには、僕た

ちのまちにはというものが伝えれるような、本が並べてあって、一般的にこれ配ってきま

したからいいという問題ではないような気がするんだわ。だからあえて今申し上げたふる

さと館のようなものを、これは森田市長のときには提唱したけどね。そういうことも検討

していかれる、それが山陰歴史館をどうしていくかという問題ともつながっていく話にな

らへんかと私は思っていますんで、関連して申し上げておきますんで、よく検討してみて

ください。 

 それからこの経済関係の問題ですけど、農業と、それからこの海外の地産外商促進、問

題はこれ体制はどうなのかなということで、行政として、言葉ではこういうふうに書くこ

とはできるんですけども、じゃ、具体的に行政自身が人的な体制も含めてこういう体制の

中でこういうふうにやっていきますよということが検討された上でこういうふうな形にな

っておるのか。いや、それは人任せですわ、経済界の皆さん方もいらっしゃいますわ、こ

れでは僕は総合計画としては余りにも好ましい仕方じゃないと思いますね、人任せでは。

やっぱり行政としてこれ打ち出していく以上は、その推進体制というものをどうつくって

いくんだと、専門的な職員を置くんだとかどうかというところまで行かないとこれは僕は

実現できないと思っておりますよ、人任せでは。そういうことを含めた上で覚悟を決めて

こういうことを表現されてるのかどうなのかいうことなんですね。 

 そのことは農業にも言えるんです。農業の、私は検討されているかどうかわからないか

ら聞いておきたいと思うんだけど、この３４ページ、同じようにこれ産地の共同化、それ

から適地適作化、こういうような検討もした上で農業の大型化とか公社化とかいうもんが

つながってくるんじゃないかと思うんですね。ところが産地の共同化とか、適地適作化と

いう問題を検討しようと思ったら、これ誰がやるかという、推進する、担って。いや、農

協さん任せますわとか、希望のある方やってくださいとかという話ではこれは進まないと

思う。これも推進体制です。そういう専門の職員を張りつけて、そういう農業インフラの

整備やりますという格好があって私はできることだと思うけど、この２つあわせて伺って

おきたい。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 まず、地産外商の点の体制の考え方でございます。現時点で海外も含め

た地産外商の販路開拓の取り組みそのものがまだ具体に打ち出せてない。特に海外につい

ては、海外のいろいろなその状況というものまず把握していくなり、海外との関係をつく

っていきながら、行政としてどういうことができ得るのか、どういうことをすれば地元企

業の地産外商につながっていくのか、そういうことをまずしっかりと調査研究しながら、

こういう施策を打っていくために職員の体制が必要であれば、当然それはつくっていかな

ければいけないというふうに思っとります。 

 ただ、現時点では何を行政として取り組んでやっていくのか、民間と一緒になってやっ

ていくのか、そういうのはいろいろやはり議論し、検討しながら、来年度からそういう具
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体的な検討を進めてまいりたい。その中の一つが行政の体制としてどうあるべきか、こう

いうものも当然入ってくるというふうに思っとります。その都度内容をある程度固めまし

たら議会にも御報告し、御意見も賜りたいというふうに考えているとこでございます。 

（「農業、農家。」と声あり） 

○稲田委員長 中久喜農林水産振興局長。 

○中久喜農林水産振興局長 遠藤委員さんがおっしゃられましたように、ＪＡさんはもち

ろんですけども、例えば県職員さんの場合では普及員といういわゆる専門職がおられまし

て、ずっといわゆる農業畑で育っておられて、知見も経験も深いという組織はあります。 

 ただ、米子市、御存じのとおり専門職がいない状況でございまして、それについてはち

ょっと私の口からどうのこうの言うわけにはいきませんので、ちょっと部内を初めまた庁

内で考えさせていただきたいというぐあいですけど。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 一番推進軸がどうなるかということについてのまだ議論がいろいろと煮詰

まってないという話なんですね。 

 今、普及員の話が出ましたね。僕が求めていくのは、それはかつては営農指導的な皆さ

ん方多かったと思うんですよ。これはマネジメントだと思いますよ。これを普及員さんと

同じような形で求めていくんじゃなしに、農業経営のマネジメントを米子市でも行政の職

員さんがやっていく体制で農家の皆さん方と向き合っていく、こういう僕は覚悟が必要だ

と思って言ってるんです。そこの辺のところは僕の言ってること正しいかどうかわかりま

せんけども、そういう意味でいうと改良普及員さんというものの話はちょっと違うという

ことを御理解いただきたいですね。 

 それから４６ページ、これ大変私的なことを挟んで申しわけないけども、去年の秋に入

院生活したもんでして、手術をして、その後、出てきてつくづく感じたことは、これ福祉

保健部の部長さん、課長さんとお話しして思ったことなんだけども、この中に保健指導体

制というのがどこまで構築されているのだろうかいうことをちょっと見とると見えないん

ですよね。どういうことを申し上げてるかいうと、いろんな形で予防とかそういうような

今までずっと経過、やってきたことわかるんで、僕は保健指導で一番大事なんは、例えば

私のような形でそこにまんだ生きれるような人間ができたときに、その人に対してどうい

うようにマンツーマンで保健指導していくのかということが僕は今問われてきてるんじゃ

ないか。例えば今、私は、個人的なこと出して申しわけない、腎臓一つ落としたんです。

２つある腎臓一つ落とした。そうすると２つあったときの生活状態と一つになったときの

生活状態というのは、僕はおのずから違ってくるように聞いてるんですよ。それじゃ、そ

れはどのようにしたら生活できるんでしょうか、どのような生活を目標にしたらいいでし

ょうか、こういうわかっておるようでわからない部分が、そういうところの保健指導とい

うのをやっていくことはこれからたくさんの高齢化社会を迎える中で大事な部分じゃない

かなというふうに私は思って、みずからの体験で申し上げてる。 

 ところがこれをお聞きしたら、なかなかそういうような事例を今までやったことがない

という返事が返ってきたもんですから、これはちょっと大変だなというふうに思って、や

っぱりそういう保健指導体制というものをどう構築していくのかということを含めて、仮

に書いてなかったならば検討してもらいたいなというふうに、これは私的な問題で言って
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るような形になるけど、全体的には僕はそれ大事なことじゃないかと思ってるんですね。

お考えがあればお聞かせいただきたい。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 その遠藤委員さんの問題は別にいたしまして、やはりこれから健康

寿命の延伸なりなんなりを本格的に高齢社会迎えた中で進めていくには、御指摘のありま

した保健指導体制というのは非常に充実していく必要があるというふうに思いますし、現

実問題そういうふうな充実を今後図っていくというふうに伺っているとこでございます。 

 ただ、現在の保健指導の中心となっているのは、そこに書いておりますけども、やはり

特定健康診査のとこと生活習慣病が中心になっておりますが、この特定健康診査の中でそ

のような活動ができないかどうかの検討につきましては私のほうから所管のほうにきちん

と伝えておきたいというふうに思います。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 まだ二、三個あるけど、申しわけない、時間とって。４８ページ、公共イン

フラ施設の整備というところなんですが、ここに都市計画道路整備を促進しますというふ

うに書いてありまして、私は、これはもう当たり前の言葉だと思ってるんですが、大事な

のは、なぜ都市計画道路というのが必要なのかいうことをもう一遍原点に立ち返って判断

してほしいと思う。ここに書いてあるように良好な市街地環境を整備していくためにはと

書いてある。僕、こういう表現でいいのかなという気がするんですよね、都市計画道路っ

て。 

 それからもう１点は、その都市計画道路というのは、いつまでたっても完成しなくても

いいのかなと。道路計画というのは、ある一定の期間内に終えて、その事業効果を上げな

きゃならないというものがあるんじゃないかと思うんですよね。ところが安倍三柳線なん

か見ても延々と続いてますよね、都市計画道路が。あれ３０年先までもやってくりゃ、そ

れで道路の事業効果上がるもんでしょうかね。僕は、道路事業というのは、そういう問題

ではないような気がするんです。地域のインフラ整備をするということは、官がそれを先

導するということは、その地域によって民間の資金を導入させると、最大の使命は僕はそ

こにあると思ってる。だから公共で道路インフラやるんですよ。そういう意味から見ると、

いつまでも活字を掲げて延々と事業を毎年やっとりますという話ではないんじゃないかと

いうことの意識の切りかえが必要じゃないかと思いますよ、僕は。 

 そしてここで交付金確保に向けて活動しますって書いてありますけども、これ都市整備

部長、これの判断を時局に合わせて変えていく必要があると思うんですよ。なぜかという

と、この間のあれは決算委員会だったかな、この委員会だったかな、議論したけども、起

債の今の利率幾らですか。知っとられますか。起債の利率は幾らですか。 

○稲田委員長 長谷川総合政策課長。 

○長谷川総合政策課長 記憶の範囲内で答えさせていただきますが、１年前ぐらいの状況

ですと０.３とか０.４％程度だったというぐあいに認識しております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それは物すごい時代が古いですね。この間、財政課から資料もらいました。

１５年償還で０.０５なんです。１０億円借りまして、１５年返済で７,５００万円の利息

だ。どう思われますか。例えば三柳線を起債で１０億は残っとるとこかかりますよね。７,
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５００万の利息を払うだけで完成したとしましょう、二、三年で。固定資産税幾らふえま

すか。という計算もあるんじゃないでしょうか。国の補助金を頼って延々と事業を延ばし

ていって事業目的も薄らいでしまうような事業を続けるよりは早く事業効果を上げて、ま

ちの利益をつくっていく。そのためには起債の今の比率の低いときに思い切って１００％

充当すると、こういう手法もあるんじゃないでしょうか。この切りかえを誰がされるかと

言った。０.０５ですよ、１５年払い。そういう実態をつかんでいただいた中で、交付金の

確保に向けて努力します。来るか来ないかわからないようなものにいつまでもぶら下がっ

てるような状況ではないということの認識の転換をしてほしいと思うんですよね。いかが

でしょうかね。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 委員おっしゃられますとおり、都市計画道路については、当然市の

幹線道路ということで、早期に整備するというところがやっぱり必要だというふうに思っ

とります。 

 ただ、都市計画道路自体がかなり昔に計画決定されたという状況もございまして、その

間に土地利用状況が変わったというところもございまして、家が立て込んだり、そういっ

た形で事業推進をなかなか難しくしてるという側面はあると思います。 

 ただ、当然やっぱり早期に整備するということは必要ですので、それに向けて努力はし

ていかないけんというとこあります。 

 ただ、ちょっと先ほど財源の話もございましたけれども、まずは国のそういった補助金

が充てられるというものについては、やっぱりそれを優先的に行っていくというのが一義

だと思っております。 

 ただ、そういった起債という部分もございますんで、それについては当然市の財政のほ

うに影響与えるというところもございますので、そこら辺についてはまた総務部なりそう

いったところと協議をしてまいりたいということで考えてます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 都市整備部長、僕はそういう話を聞いてるんじゃないんですよ。もっと具体

的な話を詰めていただきたいと思って言ってるんですよ。都市計画路線の計画路線全部や

んなさいと、今、という話をしてんじゃないですよ。安倍三柳線なんか具体的に事業着工

中でしょ。だからこれが何で延々と延びとるかということなんですよ。わずかこれ１３０

メーターの区間が１０年もかかってんです。残る計画メーター、さらに１０年以上かかる

んです。そういうことを何起こっとるかといったら、国の交付金の関係でしょ。だったら

それでいいんですかと。だったら年率０.０５という実態の起債の状況を考えたときに、一

挙に充当すれば３年で全部完成するんじゃないですかと。 

 そして財政への影響ですが、固定資産税がふえたら国から補助金２分の１入っても一遍

に挽回するんじゃないですか、これ。好転すると思いますよ、財政的には。だからそうい

うところもう少し全体的な政策のクリーニングをしてほしいと、意識の、そういうこと申

し上げときます。そういうことで検討願いたいと思いますね。 

 それから４９ページ、住宅政策、これ住宅の一番大事な部分は、非常に市営住宅の政策

家賃だということで空き室たくさん残っとる。そして最も公共施設総合管理計画でその面

積を出そうとしてるのは、この市営住宅を廃墟にしていく、こういう構想が見え隠れして
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るんですね。私は、これは非常に危険な道だと思ってるんです。市営住宅の適切な提供を

行いますと書いてありますけども、これから２００万円世帯の若手の皆さん方が年をとっ

ていきますよね。僕は、住居というものが非常に深刻になってくると思いますよ、小さな

まちといえども。民間で空き家があるからそこに行けばいいじゃないか、簡単に言う人お

るかもしれませんけども、それが払えない人たちの実態というのはこれからふえてくると

思いますよ。それをカバーするのは何かといったら、低廉住宅である公的な住宅でしょう、

市営住宅でしょ。僕は、その観点がここには入ってるのかどうなのか。将来見渡してです

よ。住宅というのは一遍建てたら５０年、７０年もつわけですから、５０年、７０年先の

社会の動態がどうなってるのかということを考えた上で、この適切な提供行いますという

ことになってるのかどうか。 

 しかし、一方では、公共施設の総合管理計画でも住宅面積を削っていくと大胆な構想が

一方で語られています。本当にそこに整合性があるんですかいうことは、これから僕は疑

問として残るんですね。 

 それからもう一つあるのは、生活保護世帯の皆さん方が民間へ入って家賃補助を受けら

れる投資の金額と市営住宅に入っていただく場合とがどれだけ差があるかって検討された

ことありますか。これ億単位の違いが出てきますよ、今の現状でも。民間に行ったほうが

はるかに高いんです。投資、余計お金を使わなきゃいけない、民間の方に対して。市営住

宅へ入ってもらうとぐっと安くて済むんです。そういう意味からも財政的な全体の見渡し

て考えると公営住宅という役割というのがそこには見出せるんじゃないか、私は思ってる。

そういうことを含めて検討されてるかどうかということをお聞きしとります。 

○稲田委員長 原都市整備部次長。 

○原都市整備部次長兼住宅政策課長 まず１点目でございますけれども、確かに若い方が

年をとってくるというのは当然でございますけれども、このたびお示しした、まず長寿命

化計画の見直し案の中で将来的な需要などが保有戸数等を推計いたしまして、その結果、

今管理してます住宅よりもさらに少なくなっていくという推計のもと出させていただいと

ります。ですのでこれからどんどんふやすということは現状では考えとりません。減らし

ていくという、政策空き家云々よりも廃止住宅のほうですが、廃止住宅等をどんどん廃止

をして減らしていくという方向性でございます。 

 ２点目の生活保護に関しましてですが、確かに住居費というものが生活保護のほうから

出ますので、家賃の高いところに入る場合と低いところに入る場合、住居費というものが

変わってくるというのは、これは承知しとります。 

 ですんで福祉等のほうとも我々も連携を図っておりまして、そういった生活保護の方を

市営住宅に入りたいという方に関しましては、それなりの対応というものはさせていただ

いてるところでございます。以上です。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 減らしていきますという説明があったけど、それは本当にこれからの社会の

動態、推移から見て適正なんですかどうかということの検証はどこまで行われてるかとい

うことを聞いてるわけです。減らすですから減らしますという話じゃない。そういうこと

で十分なる検討を私は求めておきたいと思いますね、これは。根拠があるかどうかと。将

来的にやっぱり市民の皆さん方が住居に困られると、そういうようなまちにしてはならん
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と思うんですね。住んで楽しいまちづくりということは、住居の、初めに保障が大事だと

思いますよ。 

 それと５２ページ、総合的な生活排水対策の推進、ここで僕は矛盾を感じてるんですよ。

ここで①のところに下水道の整備を毎年６０ヘクタール整備します。その下の欄で合併処

理浄化槽の普及促進を図ります、こう書いてある。これ矛盾しませんか。今９０％の合併

浄化槽に公的補助を出しながら、将来６０ヘクタールずつ毎年整備推進、下水道していっ

た場合に、その中には９０％補助入れた合併浄化槽の方々をみんなやめていただいて、そ

して下水道つないでいただくということも起こってくることになりませんか。そういうと

ころの事業の整合性をどのように判断されてこういう表現になってるのかということ一つ。 

 それから将来にわたっての下水道事業というものをどういうふうに考えられていかれる

のか。人口は減少していく。空き家でもどんどんどんどんふえていく。そういう中にあっ

て、本当に下水道が維持できるのかどうか。金が足らなければ値上げすればいいじゃない

か、下水道料金、そんな話で済む話ではないと私は思う。そこの辺のところ含めた上で、

この早期取り組みというものの今言ったような形になってるのかどうかいうところですね。

詳しくはまた当委員会でやりますけども。 

○稲田委員長 矢木下水道部長。 

○矢木下水道部長 まず生活排水対策整備のところの公共下水道の整備と合併処理浄化

槽の両方やるということが矛盾の部分があるのではないかでございますけども、これは昨

年の２月に御報告させていただきました生活排水対策方針の中で、当面国が求めます令和

８年度までは公共下水道の整備と、それまでに着手ができない区域については合併処理浄

化槽の整備を促進していくという両方の手法を使いまして概成を目指すというものでござ

います。 

 令和８年度以降につきましては、これも生活排水対策方針のところで説明させていただ

きましたけども、それ以降のいわゆる国の交付金というものが非常に不透明なことである

こと、そういったこともございまして、その令和８年度以降については令和８年度に近く

なったあたりで住民の皆さんの意見も十分に聞きながら今後の整備についてしっかりと判

断していきたいというふうに思っております。 

 それから２点目の将来に向けた事業運営ということでございますけども、確かに今後、

人口減少が進んでまいりますと使用料収入なんかも整備は進んでもなかなか伸び悩むとい

うようなことも出てくると考えております。現在施設が事業開始から５０年近くなってま

いりまして、いろいろ老朽化してきておるということは、これもストックマネジメント計

画の中で説明させていただきましたけども、単にかかる経費を使用料に転嫁するというこ

とではなくて、特に今回定めましたストックマネジメント計画で将来の人口減少に向けた、

いわゆるダウンサイジングといいますか、そういったものの視点をしっかり持って、今ま

でと同じものをつくるということではなくて、そのときそのときの実態に合った大きさの

ものをつくって、維持管理経費も削減してということで考えております。言われるとおり

に非常に厳しい経営が続くということは認識しておりますけども、あらゆる面で経費の削

減を図っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 きょうは時間がないけん深掘りしませんが、部長さん、投資を続けていくと
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いうことはそれだけランニングコストがかかるということ。問題は、それをずっと続けら

れるかどうかというものの判断が今、社会的に求められているんじゃないですかというこ

と申し上げているんです。そこのところのきちんとした方針を行政自身がどう見定めてい

くかということが責任として問われてるんじゃないですか。住民の意見がなかったからや

りますよという話とは全く次元が違う話だと思いますよ。行政自身責任が問われていく、

そのことをどういうふうに判断して方針を決めていくのかいうことを私はあえて問うてる

ということですので、よくその辺を含めて検討してもらいたい。以上です。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

 戸田委員。 

○戸田委員 ほぼ遠藤委員さんがおっしゃられたもんですから、私の視点で二、三点ちょ

っとお聞きしたいというふうに思います。 

 本計画、大体昔から目標期間が何年から何年というふうに書いておったんですが、明示

されておられない。目標数値が令和６年という目標数値を記載されてあるんですけども、

その辺のところの目標期間というのをいつからいつ定めて、ある程度その辺のところお聞

きしたい。 

 もう一つが、市長が各地このビジョンについての概略を説明に歩かれました。市民も相

当興味を持っておられるんですけれども、これをいつから定めて、いつから市民に対して

どのような周知の仕方を考えとるのか、まずその基本を伺っておきたい。 

○稲田委員長 長谷川総合政策課長。 

○長谷川総合政策課長 この計画の期間でございますけれども、まず基本構想部分でござ

いますけども、基本構想は１０年間ということで、令和２年度から令和１１年度までの１

０年間といたしたいと考えてます。 

 それから基本計画部分でございますけど、これは５年間でございます。令和２年度から

令和６年度までの５年間であります。 

 それから策定の周知方法でございますけれども、このまま御審議いただきまして順調に

進めば３月議会のほうに基本構想の議案ということで出させていただきたいというぐあい

に考えとります。これが策定ということになりましたら、令和２年度に向けて市民に向け

ましてさまざまな媒体、手法を使いまして市民の方に改めまして広報していきたいという

ぐあいに考えております。 

○稲田委員長 戸田委員。 

○戸田委員 媒体を通じて説明をするということであったんですけれど、やはりその辺の

とこはなかなか見えてこない。市民は相当これ関心を持っておられる。その辺のところ十

分に加味をして、今後の市民に対してのいわゆる周知の仕方、その辺のところ十分に工夫

をしていただきたい。そのところ一つ要望しておきたいと思います。 

 今の２ページのところ、今の公共交通、このところ先ほども議論がありました。先日来

から議論がありました。 

 一つ、先般、こういうふうな市民から意見をいただきました。税を公正に負担をしてお

ります。しかしながら、どんぐりコロコロ、だんだんバスについては不平等感が相当ある。

市当局はどのように考えとられるという私おしかりなり御指導受けましたけど、私はこの

問題については一般質問もさせていただいたんですが、当局の説明、この中に書いてある
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持続可能な公共交通、持続可能な公共交通、ずっと繰り返した。やっぱり具現化で何かを

きちっと明文化しないと市民の、私、理解はなかなか得られにくいと思いますよ。その辺

のとこ何回も部長さん方、私はやりとりしてます。ダイナミックなやり方だ。じゃ、ダイ

ナミックなどういうふうな手法だ。だんだんバスを拡充されるのか、どんぐりコロコロを

拡充されるのか、乗り継ぎ交通についての料金体系の補助をするのかとかというようなあ

る程度のそういうふうな具現策というものはある程度盛り込んでいかないと、本当にここ

の平等感、不平等感というのは相当住民の方々感じておられます。なぜかというと、買い

物も行けない。病院も行けない。先般も３人の方が私お話しさせていただいたんですが、

３人でタクシーで行ってます。そういう現状を本当に市当局は御存じなんでしょうかとい

う切実な私、訴えを聞いたんですけれども、やはりそういうようなことを公共交通体系を

今後本当に考えていくんだというような姿勢が私には感じられない。その辺のとこ部長、

どうですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 今、委員から御指摘があった件につきましては、十分承知をしてい

るところでございます。 

 ただ、具体策ということになりますと、当然予算も云々ということになりますが、私ど

もといたしましては、繰り返しになりますけども、まずビジョンは出させていただきまし

た。そして皆さん方に各路線の今の現状というのをまずきちんと出させていただきました。

各いろんな路線でどの程度人が乗られてて、どの程度赤字であるということは全部お示し

をさせていただきました。それをもとに、それで赤字だから云々ということを申し上げて

るわけではなくて、まず現状を皆さんに知っていただいて、それで具体的な話につきまし

ては来年度きちんと研究ということでさせていただこうかと思いますけども、バス路線の

再編、あとは先ほど御指摘のありましたどんぐりコロコロ、あとだんだんバスについても、

これもいろいろとやらせていただきたいという気持ちはあるんですが、ただ、一つだけち

ょっと申し上げておきたいんですけども、現在バスにつきましては、先ほど遠藤委員さん

からも今の松江線の減便という話がありましたが、これは決してお金のことだけではなく

て、運転手さんの確保の問題があって、実はこれがなかなか非常にさまざまな施策打つと

きに正直申し上げまして、いろいろバス会社さんともお話をさせていただいてるんですが、

やはりこのことがあります。 

 このことも踏まえて、ただ、そうは言ってできませんという理由にはならないんですけ

ども、そういう事情でなかなか具体策については今この時点ではお示しができないという

ことでございますが、来年度になりましたら当初予算におきましてもさまざまなものを考

えておりますので、その時点でそういうお話をさせていただきたいと思いますし、それと

やはりまず乗っていただかなきゃどうしようもないということについては、私ども担当と

いたしましては、それこそ市民の皆さんに何かするにしても、例えばなんですけども、自

家用車で本当に通うことが将来的にはバス路線の減便につながるんですよとか、そういう

ようなことも強い声で訴えていきたい。要は持続可能になるためには乗っていただいてあ

る程度収支がプラスにならないと、全部私ども今１億２,０００万の赤字補填しとりますけ

ども、結局そういうことですんで、そこは強く訴えていきたいと思います。 

 ただ、そうは言っても戸田委員さんが言われますように、なかなか、じゃあ、今のバス
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路線、１時間に１本とか、２時間に１本とかの路線があります。そこのいわゆるエリアに

ついてどうするのか、これについても今後については全体の話ではなく、個別の話として、

例えば各地区に出向くなりなんなりをしてきちんと対応させていただきたいと思っており

ますんで、御理解をお願いしたいと思います。 

○稲田委員長 戸田委員。 

○戸田委員 私は理解できないんだけど、６ページのところにまちなかの、先ほどあった

ように町並みの魅力を高めるということと同じ接点だと思うんですよ。乗っていただいて

まちなかに出てきていただくのがまず必要だと。 

 しかしながら、今おっしゃったように、１億２,５００万路線バスに補助金を出しておら

れる。それも路線バスとの競合があるから、だんだんバス、どんぐりコロコロを走らせな

いというのが今まで当局の答弁だった。 

 しかしながら、私はそこの理解はするんですけれど、そこに何か路線バス業者とのいわ

ゆる創意工夫がお互いにあってもいいんではないかと。だんだんバスを、片方は同じ道路

を走っとって、どんぐりコロコロは極端に言うと淀江のすぐ１キロ先を走っておる。尾高、

県は全く走っていない。同じような地域性の中でそういうふうな不平等があるということ

は、なかなか理解はできません。それは市民の切実な思いだと私は思うんですよ。私はそ

れを代弁して、なおかつ当局に求めておるんですけど、実態を十分に理解されて、やはり

施策に反映していかないと、ただ机上論だけでは私はなかなか住民、市民の方々の理解は

得られないと思いますよ。その辺のところ来年度の予算とは言っておられるけど、私は５

年も６年も前から一般質問でこの質問をさせていただいておる。なかなか進展性が見えな

い。やっぱり今のビジョン掲げるのであれば、その辺の実態を十分に調査した上で施策に

反映していくのが必要であろうというふうに私は思っておりますので、この辺のところを

十分に御検討、指摘というか、具現策について図っていただければなというふうに思いま

す。 

 それともう繰り返しになっておかしいですけれども、２６ページ、地元企業の振興と地

域産業の活性化、それでこの後に中小企業の振興条例を出されるんですけれども、私はま

さにそのための中小企業振興条例だと思うんです。このところを明文化をする必要はない

んですか。これから今のアクションプランを掲げられて、地域産業の育成支援ということ

に、観点なんでしょ、その条例整備というのは。私は、ここの中に挿入されて、明文化さ

れることが適正ではないかと思いますが、いかがですか。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 今の中小企業振興条例につきましては、３月議会に上程をさせていただ

きたいというふうに思っとりまして、このまず条例化については、今の当局側のスケジュ

ール感としては、令和２年度になるまでに制定させていただきたいということで、条例そ

のものは策定というのは一応令和元年度で策定するつもりでございますので、具体的には

書いてございません。 

 ただ、おっしゃいますように、アクションプランについては来年度から策定を入りたい

というふうに思っております。そのアクションプランを基軸に据えて、この表現をさせて

いただいているというふうに思っております。アクションプランに基づいて、こういった

具体的な対策を講じていくということでございまして、少しそのアクションプランの策定
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については、この総合計画の中にどう表現するかは改めてちょっと検討させていただきた

いなというふうに思っております。 

○稲田委員長 戸田委員。 

○戸田委員 私は、主な取組のところにそういう中小企業振興条例を整備して、アクショ

ンプランを策定をして、具現化を図るというような文言を入れられたほうがいいと思いま

すよ。 

 最後にします。４８ページ、公共インフラ、これ私ずっと言っとるんですけれども、２

番の橋りょうの整備で、旧日野橋については米子市の指定文化財であるので残さなければ

ならないというような、さきに私２回ほど質問したんですけど、答弁があった。 

 しかしながら、ほとんど通ってない。今、鳥取と米子市と比較した場合に、インフラ、

特に橋については３分の２ぐらいしかない。それで新橋を整えたらどうですかということ

私したんですけれども、米子－境港間道路が整備されるので、新しい道路が、橋がつくで

あろうという答弁でした。そうなんでしょうか。走ってみられましたか。毎日９号線、４

３１渋滞で動きませんよ。なぜここに今の旧日野橋の、解体かどうかわかりませんけど、

旧日野橋の今の修繕に約１０億円投下せないけん。これは喫緊の課題であると私は認識し

ておるんですが、本当にその辺の費用対効果等については十分にこれ検討されておられま

すか。私は、重要なインフラだと思ってるんですよ。ここのところ十分に検討した結果を

挿入されないと総合計画にはならないんでしょ。部長、どうですか。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 旧日野橋については、委員がおっしゃられますとおり、かなりもう

老朽化をしとりまして、今でも健全度が３ということでございますので、次回の点検が令

和３年ということですので、その時点ではまたこの状況を見ながら対応については判断し

ていくということになろうかと思います。 

 新橋という部分については、議会のほうでも米子－境港というお話をしてるところでご

ざいますけど、新たにまた日野橋とかわるもんとして設けるかというところについては、

ちょっとまたいろいろ検討してみていかないといけないというところでは考えてますけど、

ちょっと今具体的にそこまでは至ってないというところでございます。 

○稲田委員長 戸田委員。 

○戸田委員 大きな今、分岐点だと思うんです。本当に毎日私は走りますけど、渋滞して

ます。橋は少ない。しかしながら、旧日野橋があっても歩行専用だ。これ米子指定文化財

になっとるから、存続せないけんかどうかは検討せないけんという答弁でした。 

 しかしながら、この構想の前にある程度都市整備部の中で十分に検討された上で、ここ

の中に反映していくのかどうなんかというのが私は一つの総合計画のあり方だと思います

よ。今の米子市の実態を、実情を十分に把握した上で、この総合計画に新たな米子市の展

望するための市政を、施策をしていくための総合計画じゃないんですか。私は、その辺の

ところが何か欠けているような不十分さが見えます。もっと実情、先ほど遠藤委員さんも

おられたけど、安倍三柳線等もあったですけど、その辺のところもやっぱり今の米子市の

都市構造を十分に踏まえた上で将来計画を、私は将来展望をこの総合計画に反映していく

必要があると思います。その辺のところを指摘して終わります。 

○稲田委員長 ほかございますか。 
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 伊藤委員。 

○伊藤委員 時間が押してますので、簡潔に二、三質問させていただきたいと思います。 

 まず、資料３なんですけれども、４３ページのところでちょっと聞いてみたいと思うん

ですけども、その前に、そもそもこれは各課が上げてきた一つ一つの計画目標をブラッシ

ュアップして、練り上げてまとめていくという形だと思うんですけども、やっぱり課につ

いては新しく将来を見据えていろいろ取り組んでいこうというような文章表現が見えたり、

旧態依然の旧来どおりみたいなところがあったりとかしますので、もうちょっと全体をバ

ランスをとっていただければなと意見として申し上げておきます。 

 一つは、目標値の設定やその根拠についてなんですけども、それは目標値があったりな

かったりですし、目標値がそのそこの計画の目標とマッチしてるかどうかというようなと

ころは、やっぱり担当課として見ていただいてるわけですよね。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 目標値の考え方についてでございますが、前回の第３次の総合計画

におきましては、全てにおいて目標値が要るということで、例えば具体的に言いますと文

化の振興ですが、何とかの会議、何百人参加とか、そういうような目標値であったんです

けど、このたびは別に定量的な目標、定性的な目標こだわらず、本来やっぱり目指すべき

ものが何なのか、いわゆる一番、この総合計画つくる前に申し上げたとおり、重点的な課

題と、あとふだんやっぱり使うものでないといけないということと、それをみずから手づ

くりでやっぱりやろうというのは基本的な考え方ですので、若干表現等についてはそうい

う嫌いがないわけでもありませんが、そこは今後、最終的にはブラッシュアップしていき

たいというふうに思います。 

 目標値については、これは本当にこれが適切かどうかというのは、審議会で御意見をい

ただいておりますし、あと議会でもさまざまな意見をいただいております。それで現にこ

こに書いてる目標値をお示ししても、やっぱりこれって余り、いかがですかという御意見

もいただいとりますんで、今後さらに精査をきちんとしていただきたいというふうに考え

てます。 

○稲田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 ここはやっぱり一定程度の根拠がないと、どういうふうにして算出したのか

とか、あと本当にこの計画目標と目指すところと整合性はとれているのかというようなと

ころは私もいろんなところで疑問に思うところです。 

 ４３ページのスポーツ健康まちづくりについて言えば、誰もがスポーツに親しむことが

できるというのは、とっても本当にいい視点だと思いますし、私もこうあるべきだと思っ

て、方向はいいと思うんですね。 

 だけれども、この数値目標は利用者数になってます。利用者数は、それこそ積み上げで

すので、実績として出しやすいのかもしれないですけれども、やっぱり一方では、福祉保

健部のほうでは運動してる人が少ないというような現状もあって、だから繰り返しスポー

ツをする人はいるんだけれども、じゃ、全ての市民がスポーツに親しむ機会ができてるの

かというようなことには、なかなかここにはつながらないんじゃないかなと思ったり、こ

の目標値設定自体がどういう根拠があるのかなとは疑問に思うところです。 

 また、もう一つ、障がい者と、あと高齢者のところのスポーツというのは、とても重要
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な視点なんですけれども、じゃ、果たしてどこまで、どういうふうにここの中でスポーツ

を楽しむということができるのかというのは、とても大変なことなので、どこら辺まで考

えてらっしゃるのかなと思って、そういう意味でお聞きしたいと思います。 

○稲田委員長 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 まず、この数値目標についてでございますが、現状値、これは

平成３０年度の体育施設、学校体育施設の年間の延べ利用者数ということであります。で

すので実数はちょっと違うということで御理解いただきたいと思いますが、少し前になる

んですけど、米子市の市民生活に係るアンケートで成年以上のスポーツ実施率が５６％ご

ざいました。こちらは国のスポーツ計画あるいは市のスポーツ計画におきましても、これ

を６５％まで伸ばしていこうという目標を定めております。それに照らしまして、延べで

すので、実数とちょっと異なるところでございますが、５６％を６５％に、約１.１６倍で

ございますが、そうしますと１２０万人少しということになりますので、整数にして１２

０万人ということにさせていただきました。 

 あとは障がい者、高齢者のスポーツということでございますが、今あるこの市の現在行

われている枠組みとは別に公民館単位でユニバーサルスポーツ等を含めた教室もしている

ところでございまして、ちょっとその辺、ただ、具体的にこの段階で決定しなかったもの

ですから書くことはできなかったんですが、そういった取り組みもかかわっていきたいと

考えてます。以上です。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 伊藤委員の御指摘のありました目標数値の根拠でございますけど

も、これは１１月の常任委員会におきまして配付資料の中に数値目標一覧ということで、

先ほどスポーツ振興課長が申し上げた中身も含めて皆さん方にお配りはさせていただいて

ると思いますが、そこがもう少し不十分であるということでしたらまた御意見いただけれ

ばというふうに思います。 

○稲田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 できればわかりやすく、小ちゃくアスタリスクでも数値目標の下にでも書い

ていただければよりわかりやすいんではないかなと思いました。意見です。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 記載の仕方の御意見でございますね。 

○伊藤委員 うん。 

○八幡総合政策部長 わかりました。 

○稲田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 次に、３９ページなんですけども、ちょっと違うと思うんですけども、移住

定住対策のところ、まずそこなんですけども、今、生活の仕方というのも多様化しており

ますのは御承知かと思いますけれども、そこが本当に移住定住というところでくくってい

いのかなと思うんですね。今、社会情勢の変化、もうどんどん日々変化しておりますので、

例えば米子市内でもデュアルライフだとか、あとシェアハウスだとか、そういうようなこ

と、移住定住までしなくてもそういうふうにして取り込んでいくというような私は視点が

必要だと思ってますが、そこにはここの文章からなかなか読み取れないんですけど、そう

いうことも入ってるのかどうなのかというのを伺わせていただきます。 
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○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ３９ページの移住定住の促進につきましては、この計画、このビジ

ョンは、冒頭申し上げましたけれども、総合計画といわゆる国の地方創生総合戦略を一体

的につくるものでありまして、その地方創生の総合戦略の中の大きな柱といたしましては

移住定住というものがあります。その移住定住の取り組みについて記載したものでござい

ますので、今、伊藤委員さんがおっしゃられた視点というのはここには入れておりません。 

○稲田委員長 伊藤委員。 

○伊藤委員 そういう視点も必要ではないかと私は思っています。主な取組のところでも

そういうふうに交流人口をふやすということは必要ではないかなと思います。 

 次に、同じ３９ページの２、未婚晩婚化対策というところなんですけども、これも総花

的ではなくて、特化したということでありますので、あえてここに上げられるというのは

私はどうなのかなと思っているところなんですね。行政がこの成婚数というもの目標に上

げるというのはどうなのかなと思ってるんです。他団体との連携によるこの施策は十分承

知してるところなので、米子市も行っているというのは私はそれはそれで承知をしている

ところですが、ここに成婚数を上げるというのは、５年間に１０組、毎年２組ということ

なんですけれども、今、性的マイノリティーの問題だとか、さまざまな事情でなかなか、

出会いの場を確保する、保障するというのはいいのかもしれないですけど、この成婚数と

いうふうになると、また行政がここに入れるべきものなのかなと私は疑問に思うところな

ので、その考え方についてお尋ねしたいと思います。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 この婚活イベントにつきましては、これは圏域の市長会でやるイベ

ントへの参加ということです。これにつきましては伊藤委員さんの御意見もいただきます

けども、例えばこのイベントを開催することによってどういう成果があったのかという御

意見も今までの議会の御指摘の中でいただいておりますし、さまざまな場面で一体、先ほ

ど言われたように、これ本当に役所がする意味があるのかという御意見も多々いただいて

おります。ですからそういう意見も踏まえて、あえてここではそこの市長会の目標である

数字について掲げさせていただいたということで御理解をいただきたいと思います。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

 田村委員。 

○田村委員 私も数点お聞きします。 

 資料３の５ページ、これおとつい私どもの会派の尾沢議員のほうからも出てたと思うん

ですけれども、再度確認をします。この米子駅周辺の交通の円滑化や利便性向上の南北の

歩行者移動時間ですけれども、これの算出根拠、先ほどの算出根拠も不透明さが指摘され

ましたけれども、たしか聞くところによると駅北広場と駅南の５地区を結ぶルートの平均

だというふうにお伺いをしたと思います。これ本来ですとこの１００数メーターの南北通

路ができることによって南側のいわゆる駐車場から駅北広場なり前のコンコースというの

が最たる時間短縮の時間というふうに考えるんですけれども、それ以外にいわゆる地区、

地区となってくると、その地区はどこを起点とすれ、結局駅南広場を経由するわけですか

ら、そこの５地区を選んで、この目標値を１３分から９分、たった４分の短縮、あんな莫

大な事業費をかけてたった４分なのかとするのは私はいかがかと思うんですが、このあた
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りの見解を伺います。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 田村委員の今の御意見につきましては、先日の常任委員会、そして

計画の策定委員会でも同様な意見をいただいておりますので、これにつきましてはこの目

標数値は削除の方向で検討させていただきたいと考えております。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 ぜひお願いをいたします。 

 続きまして、８ページ、公民館を拠点とした地域づくりなんですけれども、これも私も

地元の公民館の職員さんからも不安の声を多々いただいております。この内容につきまし

てなんですけれども、真ん中、中段、主な取組の②公民館の体制整備の中で公民館職員の

業務内容の見直しとあります。これ主に例えば具体的にどういうことが考えられるんでし

ょうか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 これにつきましては現在公民館の職員さんの実は業務というのが、

具体的に言いますと地区の社会福祉協議会に関すること、地区の自治連合会に関すること、

あとはいわゆる公民館業務に関すること、社会教育のこれしかないんです。ですから先ほ

ど、現在既にやっていただいている地域の地域づくりに関することとかというのがないも

んですから、そこのところを現在既にやっていただいとる形というのを明文化して、将来

的にはそちらの方向で地域づくりを進めていきたい、そういう意味で公民館職員の業務内

容の見直しということを掲げておりますし、それをすることによってやはり公民館職員さ

んについて現在やってることをベースに業務の見直しをさせていただくということで御理

解をいただきたいと思います。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 ということは実態に合わせたふうに文章を改定すると、そういうふうにとっ

てよろしいんですね。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 済みません。一つ答弁させていただくのが漏れておりましたが、そ

れが一つと、あとは市役所からさまざまな仕事というのが、特に今現在公民館を中心とし

た地域におりてます。その部分についてもやはりかなりその中身というのが公民館の職員

さんに負担になっているという実態がありますので、そこのところも踏まえて業務の見直

しということで御理解いただければと思います。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 ということは、この①の一番下に黒い字で最後書いてある担い手の負担軽減

という、これがその部分に該当するととってよろしいですか、地域自治組織の。実際にこ

れやって、自治組織といっても自治会の中でこういう事務事業があるわけじゃなくて、結

局公民館さんがされてるというのもあると思う。これはそういう…。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 そういうこともございますし、中には田村委員さんの地元では公民

館職員さんがされてらっしゃるかもしれませんが、ほかのエリアではそういう公民館職員

でない、本当に地域の方がされてるケースもありますんで、そういう書き方にさせていた
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だいたということでございます。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 それで今後なんですけれども、例えばこの公民館の今、生涯学習の場である

とか、いろんなことが方法は実際変わってきて、いわゆる地域のよりどころといいましょ

うか、相談場であったりとか、もっと言えば地域包括支援システムであるとか、そういっ

たものが地域に求められていくという流れの中で、いわゆるこういった現体制のをあわせ

て明文化というようなお話あったんですが、実際にもっと、いわゆる例えば本来ですと包

括支援センターなどが受けておったような軽微なものがこういった公民館の窓口に来るん

じゃないかというような心配の声もあるんですが、そういうことはないんでしょうか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 そこの地域福祉と今の地域づくりの業務のあり方については、ちょ

うどこの８ページの横の９ページに地域福祉活動の推進というところに記載をさせていた

だいてるところでございますけども、ただ、やはりさまざまな相談がまずは公民館のほう

に来るというのは、これは別に喜ばしいことであります。 

 ただ、今後の地域包括支援センターというのはやはり専門的なものになりますので、そ

ことのすみ分けというのはしっかり線を引いていかなきゃならないというふうに考えてお

ります。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 続きまして、１１ページ、まちづくりの基本目標、この市民が主役の共生の

まちづくりのなんですが、この西部後見サポートセンターうえるかむの利用実績、これが

削除となっております。このうえるかむというものは廃止というふうにとってよろしいん

でしょうか。サポートセンターうえるかむ、それがなくなるということか。 

○稲田委員長 １１ページ。 

○田村委員 はい。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 ここはなくなるということではなくて、数値目標が成年後見制度利

用の申立件数のほうに、それだけじゃないんでしょと。具体的に言えば成年後見の利用の

申し立てというのは、うえるかむさんだけのものではないということで、それを全体とし

て数値目標を下段のものにしたということでございます。 

（「わかりました。」と田村委員） 

 中身に入ってるという意味であります。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 済みません、あと２点お願いします。 

 ２３ページ、これも昨日でしょうか、同僚の三鴨議員のほうも指摘があったところで、

一番下、子ども食堂への支援ということで、子ども食堂というのが、そのときの答弁がさ

れてらっしゃる事業者の方は、やはり貧困な子ども対策としてされておると。実態はいわ

ゆる近所の寄り合い場であったりとか、老人との触れ合いの場であって、そういった場と

なりつつあるというような指摘もあったんですけれども、この子ども食堂への支援という

のは具体的に何を指すんでしょうか。補助金なんでしょうか、人的支援なんでしょうか、

それとも頑張れということなんでしょうか。 
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○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 今、委員さんがまさにおっしゃられたことトータルとして支援とい

うふうに先日の会で答弁しとりましたんで、そういうことでございます。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 済みません、申しわけございません。それは補助金制度をつくるとか、そう

いったことを包含しとるというふうにとってよろしいでしょうか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 具体的な中身、内容については、しっかりとしたものを後できちん

とお知らせしますけども、既にいろいろな支援があると思います、補助金等の。それだけ

ではなくて、例えばその子ども食堂の皆さんに集まっていただいて全体的な悩みを聞く場

を設けたりとか、そういうことがあるというふうに、ちょうどきのうの委員会でそういう

答弁を担当のほうがしていたということでございます。 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 わかりました。 

 じゃ、済みません。最後、２６ページ、真ん中、中段、国内外の需要の変化を捉えた新

たな市場の開拓の部分で、ビジネスマッチング商談会エントリー企業数というのが削除と

なって、新規エントリー企業数というふうになっております。これは右のほうに上段、数

値目標の１００企業というのが令和２年から６年の累計というふうになっとります。これ

単純に年間２０社が純増していくというふうにこの表読む、そういうことなんでしょうか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 このビジネスマッチングは、市長会圏域で一緒になって取り組むもので

ございまして、毎年会場が異なってまいります。その会場が異なることで商談会件数とい

うのも会場の規模によって変わってくる場合がありますから、その時々、年々で必ず２０

社がふえてくるということではなくて、１０社のときもあれば３０社のときもある、そう

いうふうにちょっと想定をしておりまして、いずれにせよ新しく商談に向かっていってい

ただく企業をふやすというところを目標にした数値をここに掲げているということでござ

います。 

（「ちょっと最後、済みません。」と田村委員） 

○稲田委員長 田村委員。 

○田村委員 ということは過去これまでビジネスマッチング商談、下の段ですね、過去、

平成３０年、１０２社あったというふうになっておりますけれども、そこの中で例えば今

の上海便の就航等捉えて地産外商に取り組もうというような、これまで参加しとったとこ

ろもそういうところにかかわろうとされればそれは新規の１社というふうにとられるとい

うことなんでしょうか。いわゆる今までのものではなく、新規ということですか、これは。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 今のところの考えとしては、これまでビジネスマッチング商談会に参加

していただいた企業は既存の企業という考えで、新たな企業をどんどん開拓して、どんど

ん入っていっていただこうというふうに考えているところでございます。 

○田村委員 わかりました。以上です。 

○稲田委員長 ほかございますか。 
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 矢倉委員。 

○矢倉委員 私は２点ほど伺いますが、公民館のことについて一つ伺いたいと思います。

公民館の改革は本会議でも質問、待ったなしにしてると思うんですよ。公民館が今の現体

制にした目的、これはどういうことだったんですか。今の公民館体制にした、どういう目

的でやったんですか。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 今の現体制、いわゆる昔の正職員が１名いて、あとは臨時職員がい

てという体制から、現在館長がいて、３人の非常勤職員がいたという当時の経過について

は、やはり社会教育の推進と、社会教育を全市的に推進するという観点でそういうふうな

いうことだというふうに記憶しております。 

○稲田委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 市町村合併という問題があった中で、やはり行政が大きくなるということで、

山間部は郵便局、米子市は公民館も拠点区域として地域住民と密接に連携をとっていくと

いうことをやったわけだ。その中で学校５日制もある。子どもから働く皆さん方、年寄り、

みんなが使えるような公民館にしようということで、今の２人体制を４人にして、土曜、

日曜、祝祭日はあけると。そうしなかったら働いてる人５日制だとできない。いつの間に

か閉めてしまった。これで地域拠点になりますか。今回の話でも前のときも自治会が頼る

だけじゃなくて、公民館の主な仕事というのは地域にさまざまな団体と育成、指導しなが

ら幅広く活動できるような体制をつくっていく、これ公民館の仕事なんだ、一番大事なこ

れ。できてない。それでこれをまた同じようなことをして、公民館活動が活性化するとと

ても思えない。言っていたことが全然違った方向行っちゃった。これどう思う。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 現状の公民館のあり方でございますけども、地域によってさまざま

な違いがあるというふうに認識しております。先ほど公民館活動が矢倉委員さんできてな

いということでおっしゃいましたけども、いろいろ私どもが公民館を歩くと、今回この話

で公民館をじかに歩いてお話をお聞きすると、うちはきちんと地域活動ができているとい

うようなところもあれば、なかなか難しいだわというやなところもあって、やはりそれら

のことも踏まえてきちんとそういう公民館活動が、委員さんのおっしゃられるような地域

活動ができるようにサポートしていくことが必要だというふうに考えております。 

○稲田委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 これは心を入れて、わしも立場上ほとんどの公民館は出入りしてるし、もう

実態は知ってる。頭ぐらんぐらんぐらんして、政策がきちんとできてないんだ。土曜、日

曜、祝祭日、皆さん仕事してる人が公民館に行くかや。学校に行っちょう子どもたちが使

うかや。ほとんど年寄りだよ。そういう実態を知らずして、うまくいってます。そんなこ

とはおかしい。おら何遍も自治会長もしとって、毎日のように歩き回ったよ、地域を。こ

れまた同じようなことを繰り返しちゃならんということですよ。そらいろんなあるから、

公民館の職員のなり手がなくなってる。欠員もあるんでしょ、とこもあるんでしょ。応募

しても応募者少ないんでしょ、今。いろんな問題抱えてる。このたびの働き方改革でも国

から金が出ると。職員の給料削ってボーナスがふえるかと思ったら、年俸そう変わらんよ

うになっちゃうんでしょ。 
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 政策というのが見えないんだよ。公民館も職員も大事だ。一番は住民なんだよ。住民に

対していかにあるべきかなんだよ。このことがやっぱり欠けてきとる、これじゃ。当時変

えたときには米子市は一番進んでると言われた、周辺で。そのこと考えながら見直しても

らいたい。 

 もう一つは、もう時間もあるけん、もう一つだけにしますけども、今の中海架橋の問題

と、それからもう一つ関連して境港からの高速道路の問題、これ大分前になるけども、知

事と飯食ったときに、当時要望したときにも、山陰自動車道、高速道路問題が解決したら

考えなきゃならん問題だということ、この２つは大分先が見えてきた。 

 中海架橋に本腰入れるとこ来た。 

 もう一つここに連なるのは、境港からの高速道路問題、急がないけん。境港からの高速

道路問題は、今どげなっちょうの。審議はどうなっちょう。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 米子－境港の高規格道路については、今、先ほどちょっと御説明い

たしましたけれど、国、県、市町村ですか、そういった協議会、あり方検討会というのが

ございますんで、その中でまちづくりの観点とか、渋滞の観点とか、そういったところか

ら必要性というのをそういう中で検討してるところでございまして、それで国のほうには

米子インターチェンジから米子北インターチェンジの凍結解除とあわせまして事業化に向

けました計画段階評価調査、こういったところを早期に進めていただきたいという形で、

昨年の１１月ですけれども、青木国交副大臣のほうにも知事と２市１村の首長さんが要望

に行っておられるという状況でございます。 

○稲田委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 これはもうずっと前に要望したら、当時の国会議員が各自治体がばらばらで

どうするですか。ちゃんとしてくださいと言ったわけでしょ。去年の夏も知事とうちの市

長と境港市長が要望行ったわけでしょ。どこでもええから早くつけてごしないって。子ど

もの使いでしょ。何でそれやったの。県はどこにつけようとしてるの。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 これも先ほどのちょっと繰り返しになってしまうんですけど、ルー

トについては当然国のほうが最終的には決められるということでございます。 

 ただ、先ほど言った計画段階評価調査という部分では、鳥取市の南北線ですか、そうい

った例をとりましてもいろいろな、あれは３ルートだったと思いますけど、そういうのを

示されて、住民の意見も聞かれ、その際にはやっぱり当然関係市町村、そういったところ

も意見を言っていくという場面がございますので、そういうところを通して最終的には国

のほうが決められるというところだと考えます。 

○稲田委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 国は、早いこと地元でルートまとめてください言ってるわけでしょ。県議会

では４３１って言っとるわけでしょ、わからんから。日吉津はいけんって言っちょうでし

ょ。そげなもんいつまでも決まらへんわい。急がないかんでしょ、これ。それきちんと米

子市が中心になって、境港はどこでもいいと言ってんだから、早いことせないけん。今言

ったように、この高速道路問題と中海架橋とくっつけていく可能性が高いわけでしょ。そ

ういうことを踏まえながら進めて、せめてここに入れていくぐらいの努力していかななら
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んわね。違うか。政策ができてないんだよ。 

○稲田委員長 中海架橋と一体の部分のお求めですか、それとも全体的な御質問ですか。 

○矢倉委員 全部。そういうことも行くぐらいの格好でやっていかなあかんのよ。もうず

っと、何年投げっ放しでしょ、この境港からの高速道路問題は。 

○稲田委員長 八幡総合政策部長。 

○八幡総合政策部長 何年も投げっ放しではなかったかと、そういう御指摘でございます。

実際にその部分については否定はいたしませんが、最近になりましてようやくこのいわゆ

るまちづくりビジョンにも出せるような形で、徐々にではございますけども、それも議会

の皆さん方からのやっぱり御支援といいますか、御指摘、それも踏まえた中でそういうこ

とが着実に少しずつ進んできているという実感をいたしております。 

 特に今の境港の高規格道路と中海架橋につきましては、そうやって幾たびとこの議会の

中でそういう御意見がありました。それのおかげもあるかもしれません。市長会において

もいわゆる地方創生の重点課題の一つとして位置づけていますし、先ほどから部長が申し

上げてますように、いわゆるこの国の要望についてもようやくそういう形できちんと行け

るようになったと。これにつきましては相手方のあることですし、一朝一夕には事は運ば

ないかもしれませんけども、確実に以前と比べては少しずつは進展していると。ただ、こ

れをもっとスピードを上げて進めなきゃいけないという決意でもって私どもいろいろなこ

とに取り組んでまいりたいと思いますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

○稲田委員長 よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないようですんで、都市経済委員会を暫時休憩いたします。再開は午後３

時３０分といたします。 

午後３時１８分 休憩 

午後３時２８分 再開 

○稲田委員長 都市経済委員会を再開いたします。 

 次に、下水道部から１件の報告がございます。 

 皆生処理場送泥管に係る事故について、当局からの報告をお願いいたします。 

 山﨑下水道企画課下水道企画室長。 

○山﨑下水道企画課下水道企画室長 それでは、お配りしております資料に基づいて、１

日、元日の深夜にちょっと発生した皆生処理場送泥管に係る事故について報告をさせてい

ただきます。 

 そもそも皆生処理場送泥管ってどういう施設なのかというちょっと概要から説明をさせ

ていただきますが、１番で、皆生処理場は、外浜処理区から発生する汚水が、各住宅、事

業所から発生する汚水が処理場に流入して、処理場では水処理のみを行っている処理場で

あります。水処理の過程で発生する下水道汚泥については、送泥管といいまして、専用管

で内浜処理場へ汚泥を送って、内浜処理場で集約処理を行っているという下水道システム

をとっております。 

 これは下水道の当初の基本計画策定のときに、各処理場に汚泥処理施設を設置するより

はまとめて集約して汚泥処理をしたほうが後々の維持費、それから更新費用等々で経済的
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に有利であったということからこういうシステムを米子市は採用したといったシステムに

なっております。 

 （２）番で設置の経緯なんですけども、昭和４２年に当初米子市の公共下水道基本計画

を策定しました。後、４４年に最初の事業認可を取得しまして、昭和４９年に内浜処理場

が先行する形で供用開始。おくれること昭和５５年に皆生処理場ですね、あわせて送泥管

も供用開始になったわけです。以後、平成１９年に、今から約１０年前なんですけども、

送泥管で今回と同じ位置についてちょっと送泥が、もう汚泥がちょっと漏れるような事故

が発生をしたんですけども、そのときは復旧工事をして復活をさせたと。その後、平成２

６年に送泥管自体が経年劣化している可能性があったので、全線にわたって診断調査を行

いました。その診断調査の結果としては、まだ継続使用が可能であると判断して、今日、

事故発生前まで使っていた。昨年なんですけども、ストックマネジメント計画といって既

存施設の老朽化の根本的な今後の更新方針を決める上で、この基本計画を策定した段階で

もちょっと優先順位的にはその送泥管は当面５年の中ではちょっと更新はまだ入らず、も

っとほかに優先すべき施設があると判断したところでした。 

 めくっていただきまして、元日ちょっと発生した事故の概要についてなんですけども、

場所は、めくっていただいて、３枚目にちょうど拡大した別図をつけさせてもらっている

んですけど、ちょうどホープタウンの横になる路線から踏切に渡る手前側ですね、そこの

マンホール付近からちょっと汚泥が漏れ出たと。１日、深夜の２時３８分に最初に警察か

ら市のほうに連絡が通報でありまして、それを受けて下水道部職員が現場に向かったと。

マンホール付近から汚泥が流出している状況を確認して、ちょっとその汚泥を、近隣に自

然流下で汚泥専用管とは別に汚水の流れていく管があったんで、そこをふたをあけまして、

マンホール、その流出してる汚泥をそちらのほうに流し込む作業を急いでとったと。ずっ

と職員が張りついて、その対応に当たっていたと。３日にマンホール付近からの流出量が

減ってきて、交通規制を片側規制かけてたんですけども、縮小して、５日８時には応急対

応工事を開始しました。応急復旧終了によって、交通規制を解除したという状況です。 

 事故による死傷者、負傷者というのはなく、それからまた公共用水域に流出して水質の

影響というのもありませんでした。 

 事故の原因なんですけども、過去に発生した箇所と似たような箇所から流出が認められ

たので、恐らくですけども、当時復旧してはいたんですけども、周辺の管路部が腐食をし

て、そこから漏れたのではないかと現段階では推測しております。 

 緊急対応に係る経費としましては、発生してから現場対応に当たったわけですけども、

管路年間維持事業者さんに協力を得て、あとは職員が動員によって対応した。その費用は、

現計予算の範囲内でおさまったと。 

 汚泥運搬についてなんですけども、現在送泥管の事故でまだ掘り返してないので使用を

停止しております。なので皆生処理場で発生した汚泥というのは、大型吸引車を使って皆

生処理場の汚泥を吸い上げて、それを今度内浜処理場へ陸送で運搬しておる状況で、その

運搬経費が緊急対応で１月４日から８日までの５日間、約２００万円かかるいうことで今

見込んでおります。 

 当面の対応としては、その送泥管の復旧がすぐすぐ、復旧して再度送泥を開始するのに

結構時間がかかると見込んでおりますので、この運搬の経費が当面まだかかっていくであ
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ろうと考えております。それが月約８００万から１,０００万。ちょっと幅があるんですけ

ども、これは工事で送泥管を復旧するにもちょっと１年は最低でもかかるんじゃないかと

いうことで、運搬を１年は続けることになります。汚泥の性状というのもちょっと季節変

動がありまして、夏場に今運搬してる量で大丈夫かどうかというちょっと予測がつきにく

い面から運搬経費が年間で変動してくる可能性があるので、現時点で精査してる段階では

月８００万程度とは思ってるんですけど、ちょっと夏場ふえたときにその増額がどのぐら

いになるかわからないということから８００万から１,０００万程度見込んでるところで

す。 

 今後については、事故原因の調査を並行して進めるとともに、即座に送泥管の復旧工事

に向けたちょっと設計を内部で協議しております。 

 それとあわせて送泥管自体が昭和５５年から現在まで約４０年たっとる施設ですんで、

全線にわたる再構築の方針というのを並行して検討していかないといけないと考えてると

ころです。 

 以上が今回の報告になります。 

○稲田委員長 以上ですね。 

 当局から報告は終わりました。 

 委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。ございますか。ないですね。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないようですので、都市経済委員会を暫時休憩いたします。執行部の方は

席を交代してください。 

午後３時３７分 休憩 

午後３時３８分 再開 

○稲田委員長 再開いたします。 

 次に、都市整備部から１件の報告がございます。 

 米子市万能町駐車場、米子駅前地下駐車場及び米子駅前地下駐輪場に係る指定管理者の

取消し及び指定について、当局からの報告をお願いいたします。 

 伊達建設企画課長。 

○伊達建設企画課長 米子市万能町駐車場、米子駅前地下駐車場及び米子駅前地下駐輪場

に係る指定管理者の取消し及び指定について説明させていただきます。 

 現在これらの駐車場及び駐輪場は、日駐研・大幸電設共同事業体を指定管理者としてい

るところですが、この共同事業体のうち一般社団法人日本駐車場工学研究会の経営ができ

なくなり共同事業体の継続が困難となったことから昨年末に取り消しの申し出がありまし

た。 

 このことから指定管理者としてこの共同事業体を取り消しし、共同事業体の構成員であ

ります株式会社大幸電設を指定しようとするものでございます。 

 期日は、取り消しを本年３月３１日、指定を４月１日に予定しております。 

 指定期間でございますが、この共同事業体の指定管理期間が令和４年３月３１日までで

あったことから、残期間の本年４月１日から令和４年３月３１日までの２年間を予定して

おります。 

 現在の指定管理者の現状でございますが、代表者を日駐研から大幸電設に変更し、当初
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の事業計画に沿い管理を遂行しておるところでございます。 

 今後のスケジュールでございますが、本年２月３日に米子市指定管理者候補者選定委員

会というのに本案件をかけまして、その結果を２月１４日の本委員会で報告させていただ

き、３月の定例会へ議案を上程させていただく予定としております。 

 説明は以上となります。 

○稲田委員長 当局からの報告は終わりました。 

 委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。 

（「１点だけです。」と前原委員） 

 前原委員。 

○前原委員 今回は日駐研との大幸電設共同事業体というのが経営できなくなったとい

うことなんですけども、これって契約上はどうなっているんですか。取り消しというもの

を申し出た場合はどうなってるんですか、契約上。 

○稲田委員長 角建設企画課課長補佐。 

○角建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 協定に基づきまして、取り消しについてでご

ざいますけれども、そういう申し出があった場合には取り消すことができるというふうに

なっとります。 

○稲田委員長 前原委員。 

○前原委員 とりあえずちょっともう１点聞きたいのは、大幸電設との多分これが引き継

がれると思うんですけども、人員的なものって全く条件的には変わらないということでよ

ろしいでしょうか。 

○稲田委員長 角建設企画課課長補佐。 

○角建設企画課長補佐兼総務担当課長補佐 今、昨年１２月から既に代表のほうは大幸電

設のほうにかわっているところなんですけれども、体制といたしましては現状のままとい

うことでする予定としております。 

○前原委員 わかりました。 

○稲田委員長 よろしいですか。 

 ほかございますか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 この共同事業体にしなければならなかった理由はどげだっただかいな、これ

は。 

○稲田委員長 伊達建設企画課長。 

○伊達建設企画課長 こちらがしたいというわけではなくて、共同事業体として指定管理

者の申し出というか、応募をしてきたというところでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 応募をしてきたから受け入れたということは簡単な話なんだけど、普通、共

同事業体というのは一定の要件を満たすような形での入札参加ということがあるよな、公

共事業の場合なんかでもな。だからこれが共同事業体というものを向こうがしてきたから、

はい、いいですよという相手方のとおりになったのか、共同事業体ということの入札希望

というものが普通、公共事業であるんだけども、それとの絡みというのは全く関係なかっ

たのかどうか。 
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○稲田委員長 指定管理者が共同事業体であることの是非とまでは言わない、仕組み、ル

ールはどうなっているのかって。 

 祖田総務管財課財産管理担当課長補佐。 

○祖田総務管財課財産管理担当課長補佐 指定管理者の要件に共同事業体であるとか法

人であるとかという要件はございませんで、団体であればいいということのみが定めてあ

ります。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 定めのとおりになってるけど、それは本来ええだかいな。今言った共同事業

体っていうのは入札行為に対する団体構成でしょ。それぞれの一般の公共入札の場合には

条件がついとるわけで、何でも共同体で入札してくださいって全部やっとるわけじゃない

んだ。だから聞いとるのは、指定管理者制度ならそれはオーケーで何も構いませんという

形になるのか、今回の例を見て、これからはそういうことも含めて検討しなきゃいけない

というふうに考えるか、この辺の問題だと思うんだけど、今の説明を聞いて。 

○稲田委員長 祖田総務管財課財産管理担当課長補佐。 

○祖田総務管財課財産管理担当課長補佐 繰り返しになりますが、法令上、団体であれば

いいということです。指定管理者のほうから共同事業体で応募があれば、こちらはそのと

おり受け入れるということはこれからも変わりはないと思っております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 変わりはないじゃなしに、それは検討してみたらどうなの、今言ったことを

考えて。共同事業体というのは、部長、一般的な公共入札で条件がつくんだよ、これは。

だけど、この事業は共同事業体でその辺の経過があってやらせたことはええんだけども、

その条件が必要だったかどうかという問題なんだ。１社でもよかったじゃないかというこ

とだ。だけん団体というふうに言うけど、団体っていうのは会社そのものの団体があるん

だ、一個人の。２つだけん団体じゃなくて１法人でも団体でしょ、これ。団体という意味

はそういうふうな意味があるんだよ。問題は、共同事業体というのを公共入札で使う場合

には条件が付されてくるわけだ、逆に言うと。そういうことを考えると、今回の例を見て、

これからの指定に当たっての団体の扱いについては、共同事業体については検討を要する

んじゃないかと言っとる。 

○稲田委員長 錦織都市整備部長。 

○錦織都市整備部長 委員言われるように、公共事業の発注に関しましては、当然具体的

な共同企業体の基準といいますか、要綱、そういったのが定めてございますので、そうい

った基準に基づいて行ってるということでございます。ただ、指定管理については、先ほ

ど言ったような考え方でやってるというところではございますが、今委員のほうからも御

指摘ございましたので、そこら辺についてはちょっと総務部のほうで再度持ち帰りまして、

今後どうするかというところは検討していきたいということで考えております。 

○稲田委員長 よろしいですか。 

 ほかございますか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないようですので、都市経済委員会を暫時休憩いたします。 

 執行部は席を交代してください。 
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午後３時４６分 休憩 

午後３時４８分 再開 

○稲田委員長 都市経済委員会を再開いたします。 

 次に、経済部から５件の報告がございます。 

 初めに、米子市中小企業振興条例（素案）について、当局からの報告をお願いいたしま

す。 

 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 まずもって、このたびの中小企業振興条例の素案の説明に当たりまして

本日となりまして、準備が１２月議会には整わずに説明が本日になったことをおわび申し

上げたいと思います。 

 それでは、中小企業振興条例素案について御説明をいたしますので、配付しております

資料をごらんください。 

 なお、本日の資料につきましては、資料にございますとおり、２回の条例検討委員会に

おいて策定された素案でございます。皆様からの意見をもとに修正を加えまして、この後

のまた条例検討会を経て条例案としていく予定にしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 そうしますと、資料と別紙１を用いまして条例案の概要について御説明をさせていただ

きます。なお、別紙２に条例素案の本文としてつけておりますので、あわせてごらんいた

だきたいと思います。 

 まず、条例素案の前文でございます。前文には、この条例策定に当たっての背景や狙い

について記載がされておりまして、この条例としては、地元企業のほとんどを占める中小

企業の重要性についての認識を語り、その振興の推進を総合的に図っていくことで市民生

活の向上につなげていくというような大きな目的を示されているのが前文でございます。 

 前文に続きまして、第１条の目的という形で本条例の目的を明文化しているものでござ

います。中小企業等の振興に関する取り組みの基本となる事項について定めていくことと

しており、本市経済の活性化、市民の生活向上につなげる目的であるということを明記し

てございます。 

 第２条では、この条例に使用している用語、そのうちに意味を明確にしておく必要があ

るものについて説明をしておりまして、各用語につきましては本日は説明を省かせていた

だきます。 

 ３条でございます。３条では、条例で定める中小企業等の振興における基本的な考え方

として定めております。基本的な考え方として、理念としてですけれども、経済の発展、

雇用の確保、生活の向上に資するものであることということ、そして中小企業等の自主的

な努力が助長されるものであると、それから３番目に、関係者が連携し、協働により推進

されるものであること、この３つを基本理念として振興の推進を図るというふうに明記を

しているものでございます。 

 そして続きまして、その基本理念をもとにして第４条という形で、この条例の目的を達

成するために市や関係機関が取り組み施策を明らかにした米子市中小企業者等振興行動計

画、いわゆるアクションプランというふうにこれからは言いますけれども、アクションプ

ランを策定することというのを４条に明記してございます。その事項には、アクションプ
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ランの策定に当たっての５つの重要課題を示しております。その５つの重要課題につきま

しては、１つ目が人材育成と定着ということを主題にしておるものでございます。そして

２番目が中小企業の生産性の向上で競争力強化を図るということを重要課題にするという

ふうにしております。そして３番目、海外展開を含む中小企業者等の地産外消の促進を図

るということ、そして４番目に新規創業及び新事業展開並びに事業承継の促進を図る、こ

の大きな４つを最重要課題としてアクションプランの策定の大きな柱で検討していくとい

うように本条例には入れております。そして５号には、そのほかにその策定委員会におい

て必要と認めるもの、本条例の目的を達成するために必要と思われるものという意味で、

市が必要と認める事項というものを重要課題とするというふうに規定しているところでご

ざいます。 

 ４条につきましては、このアクションプランを策定するに当たっての米子市中小企業者

等振興実務者会議、この設置についても事項で示しております。それから情勢の変化に合

わせてアクションプランの変更を行うというようなことも、あわせて定めて書いてござい

ます。以上が４条でございます。 

 ５条以下が、市を初めとして関係機関でありますとか金融機関、支援団体、そして教育

機関や市民、それぞれの場面に応じた、それぞれの団体に応じた役割や責務などを示して

いるものです。 

 第５条は市の責務でございます。市の責務において、本条例においての市の役割という

のは非常に重要であるということで、市の責務という言葉にしておるところでございます。

内容につきましては、市は、中小企業者等の状況把握に努め、関係機関と協力して事業の

持続的発展に向けた施策を総合的かつ計画的に実施すること、また、その財源の確保に努

めるというようなところを記載しているところが５条でございます。 

 ６条が、中小企業者等、中小企業等といいますと、中小企業、それから小規模事業者、

これを合わせたものということでございますけれども、その果たしていただきたいという

役割を示しているところでございます。その大きなものとしては、みずからの努力で取り

組むべき事項というのを第１項に入れております。そしてそれを中小企業、小規模企業の

地域社会における社会的責任を自覚していただくとともに、関係機関、商工会議所、商工

会、中小企業団体中央会といった支援機関に積極的に参加してもらいながら相互連携に努

めていただくというようなところが次の項に記してございます。そして最後の項に、雇用

の確保、人材の育成など雇用面での取り組みというのを中小企業等にも積極的に取り組ん

でいただきたいということで、人材確保、経営の改善に資するというところに期待を寄せ

るというところで、中小企業等への役割ということを明記しているということでございま

す。 

 第７条は、中小企業支援団体の役割について記しているところでございます。第７条に

は、基本理念、アクションプランに基づいた地域支援団体の社会的役割を自覚してもらい、

中小企業者等が行う自主的な経営基盤の強化、生産性の向上を初めとする経営の改善、革

新を図るための取り組みを積極的に支援するよう明記をしたということでございます。 

 同様に、金融機関にも独立した項を設けまして、第８条に、金融機関もその支援、それ

から情報の提供というようなところ、分析というようなところを役割として明記している

ものでございます。 
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 第９条の教育機関でございます。教育機関につきましては、アクションプランのほうで

重要課題と定めております人材について、その育成についてまずは教育機関も役割を認識

していただくというようなところをうたってございます。そして教育機関は、もう一つ、

人材の確保という観点で、中小企業等が必要とする人材というのを送り込んでいただきた

いというような部分で考えを持っていただきたいというようなところを教育機関の役割と

いう形で記しております。 

 最後の１０条になりますけれども、１０条になりますと、市民の理解という形で、こう

いった中小企業等の役割や重要性というものを改めて認識していただきながら、協力を図

りながらその振興を推進していくことを御理解いただきたいというところで、最後が市民

の理解というところになってございます。 

 以上が条例素案の主な概要ということになっておりまして、この予定につきましては、

先ほども申し上げましたとおり、現在、並行して行っております市民意見募集、パブリッ

クコメントを２７日に終了の予定にしております。本日の御意見、それからパブリックコ

メントの意見をまとめまして、２月の上旬に中小企業振興条例検討委員会第３回というと

ころでまとめた意見にしていこうと思っております。そうしたものを来月の議会閉会中の

本都市経済委員会において御報告をいたして、３月の議案の上程という予定にしていると

ころでございます。 

 一応説明としては以上でございます。御質問、御意見をお願いいたします。 

○稲田委員長 当局からの報告は終わりました。 

 委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。ございますか。 

 又野委員。 

○又野委員 そうしますと、何点か確認とちょっと最後に意見を言わせてもらいたいと思

うんですけれども、まずこの条例、何かもとになるような法律というのは一応確認でよろ

しいでしょうか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 基本的な内容といたしましては、中小企業振興の基本憲章という形にな

ると思います中小企業基本法、それから小規模企業振興基本法、こちらをもとにした形で

中小企業の振興について明記をして、市の役割、それぞれの役割を示すというのがもとに

なる基本法に定められたものとなります。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 一応条文の中にも、中小企業者の定義の中で中小企業基本法ってありますん

で、そうだと思います。それと小規模企業者の定義もありますんで、小規模企業振興基本

法、そっちのほうも入れられたんじゃないかなということで聞いてみたんですけれども、

そこに中小企業者等と小規模企業者の定義が分かれてあるんですけれども、ちなみに、こ

の中小企業者等の数と、その中に小規模企業者というのはどれくらいあるのかっていうの

は教えていただけますでしょうか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 平成２８年の経済センサスの事業所数ということでお話をいたします

と、米子市内にある全産業の事業所数としては６,９５５、そのうち実は小規模事業者とい

うのがいろいろな業種によってさまざまに分かれておりますので、このセンサスの業態で
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ははっきりと小規模事業者がどうだということが言えないんです。さまざまに分かれてい

るというのは、例えば小売ですと２０人以下とか製造業ですと５０人以下、そういうよう

な形でちょっと分かれておりますので一概には言えないんですけれども、大体その１９人

以下の事業所数というものをまとめますと、およそですけれども、７,０００ぐらいが小規

模事業者です。 

○稲田委員長 先ほど市内全体で６,９５５。 

○毛利商工課長 済みません。 

○稲田委員長 市内全体で。 

○毛利商工課長 済みません、大体６,０００ぐらいが２０人以下っていう形です。 

○稲田委員長 ６,９５５社中、中小企業者が６,０００社。 

○毛利商工課長 ぐらいということになります。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 小規模企業者が６,０００。 

○毛利商工課長 いえ、小規模企業者ではなくて、先ほど言ったように、小規模企業者は

業態によって異なるということがありますので、２０人未満の従業員の事業所数というこ

とで今お話をさせていただきました。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 一応小規模企業者とみなして出した数字ではないということでいいんです

か、そうしましたら。 

（「はい、そこはちょっと…。」と毛利商工課長） 

中小企業でもかなり大きな部分を含みますんで、一応小規模として考えてるっていうわ

けでもないっていうことですか、その６,０００というのは。 

（「済みません、それは今数値の話で。」と毛利商工課長） 

○稲田委員長 挙手の上で。 

 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 委員長、済みません。先ほど言われましたのは、全体の事業所数に対し

ての中小企業者という形では米子市のほうは今考えてはおりますけれども、小規模事業者

との分けというのは特にしてこちらの条例をつくっているという意味ではございませんで、

同じように考えて検討しているというところでございます。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 済みません、６,９５５っていうのは米子市内の全事業者の話ですか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 はい、そうです。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 それは全部中小企業だということでいいんですか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 ほとんどが中小企業でして、１００人以上の逆に言うと大企業というの

は７０事業所しかございませんということです。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 ありがとうございます。そうしますと、小規模企業者というのが法律では、
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先ほどありましたけれども、従業員数が２０人以下で、商業とかサービス業では５人以下

というふうに定められているんですけども、ですんで、人数に差があるのでなかなか把握

しづらいということでしたけれども、２０１４年に小規模企業振興基本法が制定されて次

の年に初めて小規模企業白書っていうのが出てるんですけれども、その中によると、全国

で３８５万の中小企業があって、そのうち９割が小規模事業者ですので、米子でも恐らく

同じような傾向だと思います。そうすると、せっかく中小企業者等と小規模企業者を分け

て分類しとられます。中小企業基本法のほうが再度１９９９年に改正されてるんですよね。

その後、やはり小規模企業者に対してしっかりと支援しなきゃいけないということで２０

１４年に小規模企業振興基本法ができたということですんで、この条例の中にも中小企業

者等と一くくりにするのではなくて、やはり小規模企業者としての項目もつけ加えるべき

なのではないかなと思っておりまして。というのが、小規模企業振興基本法がつくられた

経過なんですけれども、中小企業基本法では基本的に成長、発展というのが大きな概念で

あるみたいでして、そうすると、小規模事業者では、特に売り上げとか利益や従業員数な

どの規模の拡大を求めておられないという事業者が多い、そういうのが大多数を占めると

いうことで、成長、発展というよりは、技術の向上や雇用の維持に努めることを積極的に

評価しますけれども、組織的発展を志向しない維持充足型、この事業者をどのように支援

していくかという視点から小規模企業振興基本法というのがつくられたという、白書のほ

うではそのように書いてありますんで、単純に拡大とか成長というよりは、小規模事業者

に目を当てた中身、今の事業を継続していきたいと、それを継続していくためにはどうし

たらいいのかと。小規模事業者が結局９割を占めている状況なので、そっちのほうにやは

り力点を置いてつくっていただけないかなというのがありますけれども、ちなみに、そう

いう小規模事業者の方とかとの意見交換というか、本当にちっちゃい事業者とかと話とか

っていうのはされたのでしょうか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 一つ一つの事業者との意見交換という趣旨では行っておりませんけれ

ども、今回の検討会のメンバーの中に商工会議所、それから商工会、米子日吉津商工会に

加えまして、経済団体としては鳥取県中小企業家同友会の皆様にもお声をかけさせていた

だきまして代表者の方に参加していただいていると同時に、小規模事業者さんがかなり多

く入ってらっしゃる鳥取県中小企業家同友会の例会等にも職員のほうで出向いていって説

明をしていったりというような形で意見交換はしております。 

○稲田委員長 又野委員。 

○又野委員 ありがとうございます。私の聞いたところによると、実際この条例を見ても

らったところ、条例案、本当に小規模の事業者さんが見た場合、自分のこと、自分の店の

こととか自分の会社のことだとはちょっと思えないっていうような感じを持たれたみたい

でして、ちっちゃいところが何とか継続していこうという視点を入れることで、ほとんど

を占めている小規模事業者さん、そちらのほうにも、ちゃんと自分たちのことを考えてる

んだというように思っていただけるような条例をつくるために、やはり小規模事業者の別

建てで項目とかをつくっていただけたらなと思っておりますので、ぜひともこれは意見と

して要望したいと思います。 

○稲田委員長 よろしいですか。 
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○又野委員 はい。 

○稲田委員長 ほかはございますか。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 今、又野委員への説明なんかを聞いとって、資料の説明の中でちょっと互い

違いが起きとらへんかと思うだがんな。２２日のきょうのこの経済部商工課の別紙１のと

ころで目的というところを読むと、中小企業者、小規模企業者の経営基盤の強化という言

葉が入ってるわけですよね。ところが、今度は別紙２の事業の目的、第１条では、中小企

業者等の振興と語って小規模事業者というのは言葉が外れとるわけだ。この辺のところを

指して今、又野さんは議論しとるだないかと聞いとっただけど、違うだかいな。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 先ほどちょっと時間のことを気にし過ぎまして説明を省いているとこ

ろが第２条にございまして、第２条には、さまざまなこの条例につく言葉、使っている言

葉について定義をしております。そこの第３項に中小企業者等という形で、本条例につい

ては中小企業者及び小規模企業者全てを中小企業等というふうにあらわそうというふうに

しておりますので、先ほど遠藤委員から御指摘のあった内容につきましては、中小企業も

小規模事業者も同じように振興していくというふうな意味に考えているところでございま

す。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 違うだがん、あんた。条例の目的、第１条と資料１の別紙２の条例目的、第

１条と文言が、そこは抜けてるんじゃないかって聞いとる。目的というものを条文から見

れば同じ表現にならないけんのに、そこは用語でちゃんとすくっておりますなんて、そん

なでたらめな話はないよ。読んでごらんよ。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 御指摘の第１条にそれが出て、次の次項にその文言の用語が出てきてる、

その順番等の問題もございますんで、きちんとその目的のところで、中小企業者等という

のは小規模企業者を含むんだというような形で少し条例の内容をもう一度検討させていた

だきたいと思います。誤解が生まれないように、その条例の中身をもう一度考えさせてい

ただきたいと思います。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 文言整理はしてください、条例ですからね。 

 それから、問題なのは、これ県下では米子市だけが定めることになるの、もう既に県下

では自治体で定めてるところがあるのかということ、それはどうなんですか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 県内の他市の条例制定に当たっては、鳥取市、倉吉市、それから…、資

料を出します。済みません。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 鳥取県が産業振興条例というもので似たようなものをしており、以下は

振興条例となっております。振興条例は、鳥取市、倉吉市、それから北栄町と南部町、こ

の都合４市町１県という形で制定をしております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 
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○遠藤委員 第５条の市の責務というのがあるでしょ。他市では、今条例を制定してると

こも同じような市の責務とか町の責務を条例上定めておると思うんだけども、そこのとこ

ろでの実際にこれに定めてる５条の内容はどういう結果が出てるのかとかやってるかとい

う実例は調べていらっしゃるんですか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 基本的に同じような言い回しという形でやっております。 

○遠藤委員 言い回しじゃない、実績、事実関係、ここに書いてある中小企業振興の推進

及び財政措置、例えば鳥取県はどういう財政措置を何年度にやっとるんですか、鳥取市は

何年度にどういう財政措置をしたんですかというようなことは調べてらっしゃいますかと

いうこと。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 その部分までは調べてはおりません。 

○遠藤委員 調べてない。 

○毛利商工課長 はい。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 参考になることではないの。例えば、調べてないっていうけど、米子市はど

ういうふうにしてるの。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 この条例の中にございます、先ほどの総合計画の中でもお話があったか

と思います。今、条例である程度理念とか方向性というものを定め、今まで米子市の条例

上はこういった中小企業、小規模事業者、言いかえれば地元企業振興に対しての大もとの

条例というものがなかったわけですので、それぞれ市の責務や、あるいは中小企業者ある

いは支援団体の役割ということを明示しながら、そういったことをもうここで掲げますの

は、行政ももちろんその対策を講じてまいりますが、やはりそれぞれの各自の企業者なり

それぞれの支援団体あるいは金融機関も一緒になってこの地元企業をいかに振興して活性

化していく、こういうことをまず条例で明示しながら、実際には来年度アクションプラン

を策定するために、そういった団体のメンバーの方もアクションプラン策定のための検討

委員会に引き続き参画をしていただいていろいろ意見をいただきながら、連携すべきとこ

ろはきっちり連携しながら対策を講じていきたいというふうに思っております。その中で、

それぞれの先行条例をつくられた各市町村のどういった予算に反映されてるか、そういう

のは、先ほど商工課長が答弁いたしましたように現時点で調べておりませんが、当然アク

ションプランを策定する中で、他市の事例はきちんと調査した上でアクションプランの策

定作業に入っていきたいというふうに思っております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 議会にもぜひ調査した結果の報告をしてくださいね、文書で。 

 それから、第５条、市の責務のところ、本条に書いてある中小企業に対する公共事業の

発注に対して便宜を図れと書いてありますが、これは今の建設事業を含めた公共事業、こ

この中小企業者等の受注の機会の確保に努めということに対して何か変更を加えるという

ことが起こるんですか。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 
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○毛利商工課長 基本的には現在もそのような考え方で行っているという、入札の観点で

はそういうふうには聞いておりますが、改めて明記することでもう一度強化を図りたいと

いうふうに思っているところでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 できれば根拠のある仕方で、言葉だけの説明でなくして、例えば先進地がど

ういう例でやっとるのかというものを調べた上で具体的な形で中身を詰めていくというこ

とを要望しておきます。 

○稲田委員長 戸田委員。 

○戸田委員 私、正直言って議会の一般質問でもこういう市長とやりとりやっとるんです

よね。企業誘致ばかりではなくて、地場産業の育成支援、中小企業の活性化だということ

で答弁されてます。その中で、中小企業支援を条例化をしてきちっとしていくというよう

な答弁をされたんですが、一つだけ私、注文しときますが、言いたいことは遠藤さんがお

っしゃったんですが、本当は条例と同時にアクションプランを並行にされて、それで今の

令和２年度の当初予算編成にこのアクションプランに附帯する当初予算措置が私はあって

もしかるべきだと思うんです。それが市民に対する今の施策であるし、中小企業に対して

の支援、条例化をすることの大きな成果だと私は思うんです。そこのところが私は不足に

思ってます。きょう実はそのアクションプランも出てきて、条例化とセットで新たに令和

２年度のいわゆる米子市政の中小企業支援を打ち出すんだということが私は見えてくるか

なというふうに思ってました。出ませんでしたので、早急的にそのアクションプランの作

成をされて、すぐに見える化を私はされるべきだというふうに思います。 

 もう１点、今のこの関係機関、金融機関とか商工関係、関係機関とは、この条例化の制

定に当たってのいわゆる協力、理解はもう既に得られておられますか、それを伺っておき

たいと思います。 

○稲田委員長 毛利商工課長。 

○毛利商工課長 先ほどから説明しております条例の検討委員会につきましては、関係機

関に関しましては、米子商工会議所、それから米子日吉津商工会、金融機関でいいますと、

米子にあります３金融機関、そして政策金融公庫という形で全ての団体から参加していた

だいているところでございまして、そういった支援団体、そして金融機関の皆様方には、

この条例、そしてアクションプランというものについての認識と協力という形は既にとっ

ているというふうに認識しております。 

○稲田委員長 よろしいですか。 

○戸田委員 はい。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないようですので、本件については終了いたします。 

 次に、鳥取県・米子市体育施設のあり方の検討状況について、当局から報告をお願いい

たします。 

 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 鳥取県・米子市体育施設のあり方の検討状況についてでござい

ますが、１２月議会で御報告いたしました後、第３回目の県、市の検討協議会について２
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月以降行うことを調整しておりますが、現在のところ新たに具体的に進展した事項はござ

いません。そのこととは別に、その後、委員の方から、新体育館整備後の管理運営方法に

ついてお尋ねがありましたので、お手元に追加で資料を配付いたしましたので、それに基

づいて説明いたします。 

 鳥取県と市で共同設置を目指しております新体育館の整備後の管理運営方法について、

異なる地方公共団体が共同で事務を処理することについて、下記のような幾つかの手法が

考えられます。 

 法人格を持つものとしてですが、まず一部事務組合ですが、こちらは、複数の地方公共

団体の事務の一部を共同処理する地方公共団体の組合でございます。経費は構成団体の負

担や手数料等で賄います。事例といたしまして、ごみ処理ですとかし尿処理ですとかそう

いったものがございますが、課題といたしましては、構成団体の意見調整に時間を要し、

迅速な意思決定が難しいことですとか、権限が一部事務組合に移行するため構成団体の議

会などの直接の審議の対象にならないといったことがございます。 

 次に、広域連合ですが、これも仕組みといたしましては、複数の地方公共団体が事務の

一部を共同処理する組合でございますが、一部事務組合と仕組みについては共通する点が

多いのですが、国や県から直接権限移譲を受けることができましたり、また、構成団体に

対して規約の変更を要請できるといったことがございます。事例といたしましては、後期

高齢医療ですとか介護保険など国の施策に伴って設置されたものが多いということでござ

いまして、課題といたしましては、一部事務組合と同様に迅速な意思決定が難しいなどと

いったことがございます。 

 次に、法人格を持たないものとしてでございますが、協議会がございます。こちらは、

事務を共同して管理執行する管理運営協議会、構成団体間の連絡調整の連絡調整協議会、

広域にわたる総合的な計画を共同作成する計画作成協議会の３つがございます。経費は構

成団体が予算計上し、負担いたします。仮に施設管理に当てはめるとすれば、管理運営協

議会になっておりますが、事例といたしましては、宝くじ発行事務ですとか農業用水管理

などがございます。課題につきましては、一部事務組合と同様に迅速な意思決定が難しい

ことですとか、不法行為などがあった場合、構成団体の連帯責任になりますので、責任の

帰属が問われる事務には向かないといったことがございます。 

 また、４番目ですが、同じく法人格を持たないものとして、事務の委託がございます。

こちらは地方公共団体の事務の一部の管理執行権限を他の地方公共団体に委ねる制度でご

ざいます。事務経費は委託費として委託した団体が支払うこととなります。事例といたし

ましては、住民票の相互交付ですとか競馬など公営競技の場外発売などがございます。課

題といたしましては、効率性にすぐれる反面、委託団体は委託費を支出した一方、権限を

行使することができなくなるといったことがあります。ですので、その団体間で連絡協議

会などを定期的に開催するなどの仕組みで委託・受託団体間の不安解消ですとか、そうい

った手法をとることが必要となってまいります。 

 なお、ここには書いてございませんが、このほかに機関の共同設置ですとか事務の代替

執行ですとか、また、地方自治法に基づかない職員の相互併任や民事上の契約などがござ

いますが、対象となる事務が限定されるなど施設の管理に適さないと思われるため割愛さ

せていただきました。 
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 今後、これらの手法の中から県と協議の上、新体育館整備後の管理運営手法を決めてま

いりたいと考えております。説明については以上でございます。 

○稲田委員長 当局からの説明は終わりました。 

 順序といたしましては、今、説明があったこのきょうの資料についての質問を先、後で、

また１２月の分、これが重なってしまう場合は特段そこを仕分けはしませんけど、まず先

にこのきょうの資料についての質問があればお願いいたします。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 なかなか分けて質問せって難しいけど。 

○稲田委員長 じゃあ、分けてなくても。どうぞ。 

○遠藤委員 問題は、この広域事務、県と市と一つにしてやる中で、もう一つ法律でくく

ってある言葉がないかな、これ。この前段の協議会とかそういうものの前に、そういう事

務を行う法律の規定というのはないの。 

○稲田委員長 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 地方自治法に基づくものでございまして、例えば管理運営手法

の下の欄に書いてございますが、一部事務組合でしたら、地方自治法の２８４条から２９

１条、広域連合でしたら２９１条の２から１３というようなところの規定でございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕が調べると、２５２条の２、連携協力という法律があるんだけども、これ

は関係しないんかな。これの中身が書いてあるのは、そういう協議会なんかを設置して事

務の連携をする場合には、議会の議決がまず必要だよということが書いてある。議会の議

決なくして県と市が話し合いをしましょうと協議会をつくりましたけんこんな事務をしま

すけん、これではいかないよということがここには書いてある。やる場合も議会の議決が

必要だし、やめる場合も議会の議決が必要だよ、それに基づいて初めて協議会の設置がで

きるんだよと、これが法の中身じゃないかと思うけど、違うの。 

○稲田委員長 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 そのとおりでございます。協議会の設立の場合、それぞれの地

方公共団体の長が議案を議会に提出いたしまして、その議決を受けた後、双方の地方公共

団体が協議を行い、告示をし、協議会の設置を市町村が加入するものにあっては都道府県

知事、都道府県が加入するものにあっては総務大臣に提出することとなってございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そういう法的な手続のもとに、それぞれのまた事務的な内容、協議会の規約

とかを含めたものが発生してくるんじゃないかと思うんで、そういう点については、その

過程においてやっぱり議会に対してもきちんと説明のできるような取り組みをしてもらい

たいと、これは要請しておきますね。 

 それから、もう一つは、これだけの大きな事業をやるということになってくると、これ

は県と市の担当課の皆さん方が集まって、そして考え方をまとめりゃいいじゃないかとい

うことも大事なんだけども、これはどうなんだろう、例えば市民の有識者を含めた専門家

も含めて、どうあるべきだろうかというもっと平たくオープンな議論を広げていく必要が

あるんじゃないですかね。だって、悪いけども、小さな金額の事業じゃないんで、大きな

金額の事業になるんで、そうなってくると、この事業の影響、しわ寄せが他のサービスに
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も影響してくるということも考えると、やっぱり多くの市民の皆さんに理解を求めていか

ないけんと思うだ。それを行政間だけで決めてやりましたわと、成果を急ぐ余りに市民不

在の事業になってはならんと私は思ってるんですね。だからそういう意味での検討という

のは構想の中にないんですか。 

○稲田委員長 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 今後の検討の進め方でございますが、来年度のことになると思

いますが、利用者団体ですとか地元自治会、有識者による組織をつくりまして、その方の

意見を聞きながら検討を進めることとしてございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 その平たくいろいろ集まった皆さん方の意見と言われたんだけども、今の東

山公園内を仮に場所とすると、将来的に見て駐車場の確保というようなことも含めて本当

に大丈夫かなと、僕は素人なりにそう思うんですよ。そういうことを考えてみたときに、

場所は新たに移してでもいかなきゃいけないことだって起こるんじゃないのかなというこ

とを考えると、それなりの都市計画とか都市環境とかいろんなことを含めて、やっぱり専

門家の皆さん方の知識を入れてやられたほうがいいんじゃないかと思いますけど、ここに

検討する協議会メンバーに、総務部長、経済部長、文化観光局長、行財政改革局長、スポ

ーツ振興監なんて書いてあるけど、この皆さん方の頭脳は明晰かもしれないけども、必ず

しも専門分野じゃないと思うだがんな、僕から見ると。そうすると、今言った東山でいい

ですわということに本当になるのかいなと。将来の５０年、１００年先を考えたときに、

東山でいいかやという基本的な位置の問題っていうのは僕は大きなポイントになると思う。

そうなってくると、いわゆるインフラ整備というものを含めて伴うことがあるんで、そう

すると、一番位置としてどこがいいのかということも含めながら、専門性の高い知識を入

れながら検討していくということが求められるんじゃないかと思うけど、そういうことに

ついては別に考えでもいいわけか。 

○稲田委員長 深田スポーツ振興課長。 

○深田スポーツ振興課長 現在のところでございますが、候補地といたしましては、県・

市あり方検討協議会の中では東山公園内を想定しているところでございます。これにつき

ましては、まず市民体育館の老朽化という問題があったものですから、そこをどうするか

という検討を進めていった中で、このような経緯になってございます。専門家の御意見と

いうことでございますが、有識者として大学教授ですとか、あるいは高専の教授、そうい

ったところの方も招集する予定にしておりまして、そのあたりからも御意見は賜るつもり

でございますが、現在のところ、申しわけございませんが、東山公園内での候補地という

ことの考えになってございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は、僕の言うとおりにしてくれなんて言うつもりはないよ。ないけども、

ここにも書いてあるように、一回り大きいものをつくるでしょ、今の市民体育館よりも。

周遊道路が違ってくるということだよね、はっきり言って。それから多目的に使える機能

も必要でつけていくわけでしょ。今よりも大きいスペースが求められるということでしょ。

そうすると、駐車場もおのずから大きいものが必要になってくるでしょということになっ

てくると、ここに本当に固定できるかやということだと思うよ。交通アクセス一つにして
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もそうでしょ。あの昭和町通り一本の大きい面しかなくて、裏側はあんた、車尾バイパス

線でしょ。そこにそういう大きなものをつくって本当にうまく出入りできるかやという問

題点、あるんじゃないかや。 

 だけんそういうことも含めると、今、県の皆さんや市の皆さん方で検討しとる中ではこ

こだといって決めとるけども、それで本当にいいかやということを考えていく必要がある

んじゃないか。だったならば、何回も言うようだけど、市民の皆さん方に一応意見を聞い

てみたらどうなの、そういうことも含めて。自分らだけの卓上のプランだけでなしに、金

が少しそうなったらかかりますということがあったとしても、だったら市民の皆さんに意

見を聞いて、金がかかってもいいから５０年、１００年持ったいいものをつくってごせと

いう意見が出たら、それに従うしかないじゃないの。そういうこともあるんじゃない。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 我々、私もメンバーに入って検討会のメンバーなもんですから、単に単

体の体育館がどういう規模かとか、もちろんそれが基本になりますが、当然駐車場という

ものも大きくかかわってくると思っております。ですから単にあそこの今の市民体育館が

ある場所だけではなくて、東山公園全体としてその体育館を設置する際に、遠藤委員さん

おっしゃいましたように、利用者がふえるということは駐車場キャパも本当にこれでいけ

るのか、平面駐車場ということもありましょうし、場合によっては立体駐車場もまた建設

をしていくというようなことも出てきます。そもそも今の東山公園内でそういったものが

全て受け入れができるのかとどうか、こういった検証も当然今後は精査をしていかないけ

んと思います。駐車場を新たにつくるにしても、事業費が、お金がかかってまいりますの

で、当然そういった検証も我々もやっていかないけませんし、先ほど申し上げましたよう

に、有識者の方からの御意見あるいは今利用していらっしゃる、市民体育館や産業体育館

を利用していらっしゃる団体の皆さん、こういったところからも当然御意見をいただかな

いけんというふうに思っております。今はそういったところまで踏み込んだ検討に至って

おりませんが、今後そういった御意見も、あるいはそういう外部の検証もいただきながら、

果たして本当に東山公園に建てる場合に、どういった規模のものが駐車場とかいろんな機

能を含めてできるのかということを今後やはりさらに詳しい検討をしていく必要があると。 

 今のところは、ある程度東山公園内で本当にそういったものができないかどうかをまず

中心に検討させていただきながら、そこでおさまるということであれば、その線でいろい

ろまたさらに検証していきたいというふうに思っておりますし、今のところはそこを想定

で検討をまずはさせていただいて、そこではまればその形で進めさせていただきたい。こ

こは、委員さんおっしゃいましたいろんな方の御意見をいただく、もちろん議会からも御

意見をいただくという形で当然中身を詰めていっていく必要がある。これは県もかかわり

ますから当然県単位での検討ということも出てくると思いますし、県議会の御意見もいた

だくということになってくると思います。皆さん方のいろいろな御意見をいただいて、遠

藤委員さんおっしゃいましたように、もう多額の費用をかけて建てる内容でございますの

で、ああしまったということがないように、何十年も先の市民の皆さんに、ああいう施設

があってよかったなと言われるようなやはり施設として残していく必要があるというふう

に考えております。都度都度いろいろな方の御意見をいただきたいというふうに思ってご

ざいますので、基本的には東山公園内でということをまず一義的には検討させていただき
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ながら、ケース・バイ・ケースでそこが難しいということになれば、また別の観点も考え

させていただきたいなというふうに思っております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 東山公園内ということを今の段階では考えておられるんだが、そのためのあ

る程度概要というのが見えてきとると思うんですが、皆さん方も。だからそういうものの

資料を事前に出してもらいたいと思うんだがんな、この話は隠さずに。市民のためには何

が一番いいことかということは、我々、浅知恵の者であったとしてもいい意見を言うかも

しれん。そういうことも含めてそういう全体的な案があれば事前に出してもらいたい。決

まってしまって、こうですよというやり方はやめてもらいたいと思うね、このことだけ要

望しておきます。 

○稲田委員長 ほかございますか、１２月の部分も合わせて。いいですか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 では、ないようですので、本件については終了いたします。 

 次に、史跡米子城跡整備基本計画に基づく令和２年度の整備事業案について、当局から

の報告をお願いいたします。 

 下高文化振興課長。 

○下高文化振興課長 史跡米子城跡整備基本計画に基づく令和２年度の整備事業案につ

いて御報告いたします。 

 内容につきましては、令和元年１２月の都市経済委員会で御報告したものと変わっては

おりませんが、資料として一応今皆様に３枚お配りしております。今Ａ４の書いた紙と湊

山球場が載っている地図、それからスケジュール表で変わったところをスケジュールに示

してほしいという御意見がありましたので、赤字でスケジュールを入れ込んだもの、この

３枚で資料を…。 

○稲田委員長 ちょっと待ってください。１２月のときと同じやつですね、まず１枚は。 

〔「はい」と下高文化振興課長〕 

○稲田委員長 それから、同じく１２月で出された今の湊山球場が載っている部分と、き

ょう新たにこのＡ３横向きの赤で入った…。 

（「Ａ３横向きの赤字が入った…。」と下高文化振興課長） 

○稲田委員長 だから１２月、１２月、１月という構成ですね。 

〔「はい、申しわけありません。よろしくお願いいたします」と下高文化振興課長〕 

○稲田委員長 続けてください。 

○遠藤委員 委員長、ちょっと議事進行だ。 

委員長も含めてなんだけども、当局もなんだが、この説明資料っていうのはないだか。

言葉でぺらぺらぺらぺら説明しちょるけども、公文書っていうものは何のために存在する

だ。議会に説明するに当たっては、こういう公文書というものの中において説明はすると、

これが原則じゃないんか。今までやったところは細かに説明にしたそういうものの資料を

出しちょうで。何で文化振興課はそれが出てこんだ。例えばこの箇条書きになって湊山球

場関係の１、２、３、４、箇条書きで書いてあるだけだで、これはどういうためにこうい

うことをするんだという説明が文書上説明が出されにゃいけんじゃないの、本来。そうい

うことの公文書のありようというのが頭の中にないの。国会であれだけ公文書の改ざん問
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題が起きとるけども、何であれが起きるかっていうことだで。説明する資料をやっておい

て後から勝手に動かいたから改ざんになっとるんだで、あれ。ということは、説明する資

料が全然ないけんだよ、国家公務員であろうと地方公務員であろうと。何で箇条書きにな

っとるわけ。こうこうしかじかで事業規模を含めて等々っていうのをずっと説明資料で公

文書に出さないけんじゃないの、委員会に。箇条書きの項目だけでええの、それで言葉で

説明しときゃええの。そんな問題じゃないだろ、議会っていうのは。あなた方がしゃべる

ことは、口で公文書なしでしゃべることは私語だよ、これは。公の言葉にならんよ、言っ

とくけど、個人の見解だよ。公の言葉にしようと思ったら、ちゃんと説明資料をつけて、

その上で言葉で説明するんだよ。このままで説明したら私語だよ、私の言葉だよ。何でそ

んなことがわからんの。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 この資料についてでございますけども、基本的には米子城跡の

整備基本計画に基づいて進めていくものの一つでございまして、規模内容等については口

頭で御説明をするのとあわせまして、今、予算の編成に向けて精査中でございます。それ

ができた段階でお示しして、また議決をいただくということを考えております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そりゃ局長な、それはあなたの個人的な見解だがん。議会と行政のやりとり

というのは公式な文書が必要だで、説明する。今、商工課が出したようにちゃんとした資

料があって初めて言葉で説明ができるだがん、それが公の言葉だ。何もそういうものを出

さずに項目ほど出いといて言葉で説明するって、私語だよ、それ。私の言葉だ、公の言葉

にならんで、それは。どこの課だってみんな出すがん、説明資料。きのうの民生教育委員

会だって保育園の統合ってきちんと文書説明で出いとるがん。その上で補足説明したり、

意見を聞いて答えよるがん。何であんたのとこだけは箇条書きだだ。それが当たり前とい

うのは誰が決めるの。市長の指示か、副市長の指示か。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 資料のつくり方について、非常に丁寧さを欠く資料ということで御指摘

をいただきました。その点は十分おわびをさせていただきたいと思います。 

 その上で、せっかくお時間もいただきまして、遠藤委員さんのほうからお叱りを受けた

ところでございますが、言葉でこの箇条書きのところを説明させていただきながら、本日

のところは御説明にかえさせていただきたいと思います。今後、丁寧な資料作成に努めま

して、議員の皆様の御理解をいただけるように考え方を改めてまいりたいというふうに思

いますので、きょうのところは御理解をいただけませんでしょうか。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は納得できん。そげないいかげんな、チャランポランな議会運営なり議会

審議なんてあり得ない。だったら改めてこの問題は来月なら来月の委員会に再提出すべき

だ。それだけ厳しいものだと、議会というところは。私語と公語は全然違うだよ、部長、

今、私が説明したように。そういう公の資料説明のないままに言葉だけで説明しようとす

るのは私語だ、これは。公の仕事じゃないんだよ、それは。だったら改めて２月にそうい

う準備して再説明を求めたい。委員長、そういう計らいをしてもらいたい。 

○稲田委員長 今そのような意見が出ましたけど、そういった運営でよろしいでしょうか。 
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○遠藤委員 議会運営として当然のことだよ。 

○稲田委員長 確認ですけど、もっと例えば経緯であるとか目的であるとか、もしわかれ

ば事業の概算費用とか、そういったものをきちんと説明に入れるべきだということですね。 

○遠藤委員 当然だと思いますよ。しかも委員長、私はそういう危惧を心配して事前にこ

の今回の前回配られたものについては意見を求めた、事前に。 

○稲田委員長 向こうへですね。 

○遠藤委員 うん。そしたらこういう回答をもらっただ。これ読んどって思ったのは、今、

局長が説明したけど、事業概要については、今、予算編成の途中でありますのでお答えで

きませんと書いてある。こんなばかな話があるか。事業を公の税金使って起こすのに幾ら

かかるのと聞いたら、今、編成中ですからお答えできません、こんな説明する公務員がお

るか。どのくらいかかるって言ったら、当然説明を事前にして、それで了承を受けて予算

編成を反映して１００％なのか、９０％になるか、それは財政上のやりくりの話だ。だけ

ど、全く説明もできませんという話が通るの。 

 私はこげ思っとるけど、あらゆるところに大きな問題というか、ある意味では服務規律

違反だよ、これは、もっと厳格に言えば。あなた方は定められた法のもとに説明しなきゃ

ならないのに、その義務を果たさないって服務規律違反だよ、懲戒処分もんだよ、これは。

それほど重要なことなんだよ、議会に対する説明というのは。それを自分たちが頭の中に

あって項目に沿った言葉で説明すれば事が足りるって、そんな甘ったるい考え方はやめて

もらいたいね。税金を払ってる市民の人が怒るよ。そういう感覚で仕事をしとる皆さん方

が問題なのよ、これは。議会をなめとるだろ、言わせてもらや。そういう私語になるよう

な説明は受けられん。改めて委員会に再提出してもらいたい。そういう計らいをしてもら

いたい。 

○稲田委員長 確認で聞きますけど、１２月にこれ出されて、１２月は、たくさんほかの

審議もあるし深掘りをしたいということで、きょうに至っております。きょうの後どうい

った日程を考えておられる、要は２月議会にまた何かきょうのを受けて出されるのか、そ

れとも、とりあえずこれを説明として、それが成立するかどうかは別ですよ、説明をきょ

うして報告をして、今度３月議会を考えられてるのか、ちょっとそこの確認で、教えてく

ださい。 

 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 これは令和２年度に向けての事業組みというか、予算が絡んで

くる話ですので、当然そこでは予算を全部そろえた形で２年度はこう進みますといったよ

うなことを御説明することにはしております。それから逆算していきまして、その前段と

して、まず整備基本計画というものがあるんですけども、その中でどういうことをするか

ということを概要を御説明しとこうというところが１点ございます。 

○稲田委員長 概要ですね。 

○岡参事兼文化観光局長 はい。全体像、今度やろうとしている、今、直近でやろうとし

てることをお示しして方向性を御理解いただいて、その上で精査した予算なり、２年度は

きっちりこれをやっていきますという御説明を、最終的には３月の委員会でということに

なるんですけれども、必要であれば、その前の２月議会でお示しするといったようなとこ

ろ、入り口の部分というか、そういう形で御説明をしようかと考えておりました。 



－56－ 

○稲田委員長 ２月であれば、もっとより固まったものになりますし、言うなれば、ほぼ

予算案と同じものが出てくる時期なのかなとは思います。ただ、２月は議案としては予算

審査はなく３月になるもので、私は、きょうはそれでも報告はいただいて、２月に改めて、

きょう足りない部分はある部分は仕切り直しということになろうかと思いますけど、そう

いったことで、要するにきょうを受けて各委員の方も３月議会の準備を考えられてる方も

いらっしゃると思いますので、遠藤委員、２月は開きますが、きょうはきょうで…。 

○遠藤委員 いや、委員長、そげないいかげんなことはやめてもらいたい、今回は。きょ

う説明するのは言葉だけでしょ。 

○稲田委員長 そうです。言葉しかない。 

○遠藤委員 文書説明はないでしょ。 

○稲田委員長 はい。 

○遠藤委員 議会が説明を受けるっていうのは、公文書があって初めて説明を受けられる

んですよ、言っときますけども。仮に言葉だけで言ったときに、言った言わないの問題が

起きるでしょうが。いや、あのとき説明したってどこにそげな証拠がある。議事録しかな

い。議事録は単なる記録にすぎないんですよ、これは。公文書というものはもっときちん

とした事前の説明があって、それでするんですよ、これ。言葉で言うっていうのは個人の

資格だがん。公務員だけん自分で言ったら説明になるって、そんなことは通らへんで。言

葉で説明する前にきちんとした文書やほかのものを出して事業概要を含めて、例えば暫定

駐車場の問題、何でこんなもんつくるの、そういうことはきちんと説明せないけんでしょ

うが。どこに一遍したことがあるの、これが。どこで説明した、これ。それは言葉で聞い

とるだけで終わりになるの。基本的な問題でしょ、暫定駐車場っていう問題は。都市公園

法に基づいた位置づけはどうするのかという問題や事業主管はどこにするかという問題や、

事業費はどうするかという問題がある。こんなものはきちんと公文書で説明をしてこそ初

めて価値があるんよ、言葉の上でぺらぺらぺらぺら言っとったてわからんへん。それほど

大事なことなんだよ、公文書というものは。議会に説明するっていうのは、公文書があっ

て初めて説明ができるわけだから、言葉というのは私語だけん、これ言っとくけど。その

使い分けがわからんならどげなるだ。しかも事業概要費の説明を求めたら、今、予算編成

中ですから説明できません、これを文書で回答しとるだよ、事前に。そんなことが通るか

や。だったら、改めて説明すべきだ、２月に持っていくべきだ、これは。部長そうだよ。

こういうやり方を誰が指示しただ、一体。副市長なり市長がそういうことを確認しとるだ

か、これは。今までの議会でもこういうことはあり得ないよ、言っとくけど。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 大もとの考え方がもとりませんで、大変申しわけございませんでした。

いずれにしても、これでは遠藤委員のほうから審議できんというお話もございますし、改

めて２月の閉会中の委員会で、そういったなぜここにつくるのか、大体概算事業費、内示

の段階ですけども、最終的には議決をいただかないけませんが、大体かかる費用等々を含

めまして、改めまして議会のほうにきっちり御説明する資料として御説明をさせていただ

いた上で意見を賜る、そして３月の議会に予算として詳しく上程をさせていただきたいと

いうことでいかがなもんでしょうか。 

○遠藤委員 はい。委員長、そういうことにしてください。 
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○稲田委員長 矢倉委員。 

○矢倉委員 部長、これは遠藤さんに話を聞いたわけじゃないけども、これはあんたたち

が悪いだけじゃない、今の当局の姿勢、議会の我々自身の弱体化というものがある。そう

いうものの腹立たしいものがあったと思うよ、遠藤さんは。庁舎問題どうこうにしたって、

百年の大計を勝手に自分らでさっさとやってしまう、いろんなことがある。私もそういう、

議会を無視してるんじゃないけども、いろんな面でおかしくなってるというのはわかって

る、感じてる。だからそういう面があって遠藤さんが言われたんだと思う。だからあんた

たちが悪いだけじゃない。だからこれは出直してね、きちんとやってください。これはあ

んたたちだけが悪いというわけじゃないと私は思ってる。以上です。 

○遠藤委員 もう一遍委員長はそういう形でまとめて今の部長の話でいいけども、部長、

こういうことは副市長あたりはどげな考えでおられるの。あんたたちに任せっきりか。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 議会にこういった形で報告をするというのは当然話もしております。た

だ、資料の作成については、やはり事務方のほうでどういった資料で御説明するかという

ことを、もちろん決裁もいたしますけども、市長、副市長にも委員会に出す資料は当然手

渡しはしているということでございますが、作成について、ある程度こちらの事務方のほ

うで説明資料は用意して提出させていただいておるということでございますんで、今回の

この議会はどういった資料で何を説明するかは報告してないということはございません。

報告はしてございますが、この資料のつくり方については、ある程度事務方のほうに委ね

られているということでございます。その上で御指摘をいただきましたので、私の判断で

２月の閉会中の委員会にきちっとした資料をもう一度用意してお諮りをさせていただきた

い。この件については、市長、副市長にも当然報告をしたいというふうに思っております。 

○遠藤委員 はい。 

○稲田委員長 皆さん、よろしいですか、２月ということで確認させていただいてよろし

いですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○稲田委員長 では、２月に改めてということで、この案件は持ち越しということですね。 

 続きまして、米子市役所旧館（現山陰歴史館）建物の利活用に係る検討状況（考え方）

について当局からの報告をお願いいたします。 

 下高文化振興課長。 

○下高文化振興課長 米子市役所旧館、現在の山陰歴史館が入っておる建物ですが、それ

の利活用に関する検討状況、考え方について御報告いたします。 

 これ自体も１２月の委員会のほうで御説明させていただいたものと、その後に２枚資料

をお配りしております。文字になってるものと青いスケジュール的なものを載せている下

のほうに矢印を載せたもの、この２枚をお配りしております。 

 前回と同じような説明になりますけれども、米子市役所旧館、山陰歴史館が入ってる建

物ですが、今後どういうふうな利活用をしていくのがいいのかということで、民間事業者

等の提案を受けながら今後の可能性を探るということで、サウンディング調査というのを

……。 

（「１枚しかない、１枚しか。１枚しかない。」と戸田委員） 
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○稲田委員長 また資料の確認ですけど、１２月に配った１枚と、きょうの青いのが入っ

た、１２月で１枚、１月で１枚ですね。 

○下高文化振興課長 はい。サウンディング調査という聞き取り調査というものですけれ

ども、民間の方々がどういう、山陰歴史館が入ってる建物を利活用できるのかというのを

ヒアリングを行って、今後の整備の手法の検討等に役立てていきたいという考えでおりま

す。スケジュール的には２枚目を見ていただければと思います。下のほうに青い矢印が載

ってる分です。今月に現地の見学を開催したいと思っております。一応今の予定では、あ

したから２月の１４日。それで、それを受けて個別対話というヒアリングを受けまして、

どういう考えを持った方が民間の方でおられるのかというのを結果の公表を年度末を予定

しております。これは市のホームページに公表する予定にしております。 

 サウンディング調査、これサウンディング型市場調査という概要ですけれども、今ある

山陰歴史館が入ってる米子市役所旧館及び旧庁舎新館の跡地、除却になった際の跡地の話、

そういうようなものを対象にサウンディング型の調査、要は聞き取り調査というのを行い

たい、どういう利活用があるのか、米子市役所旧館の建物を生かしたどういう利活用策が

あるのかっていうのを伺いたいと思っております。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

○稲田委員長 １２月の説明を終えて、それから以後これがきょう新たに加わったと。 

 説明は終わりました。 

 委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 基本的に、わしは民間の考え方を聞くという手法を取り入れるのはわからん

でもないけども、一緒に、この事業対象施設である旧米子市役所の旧館、このものをどう

いう位置づけで再生していくという考えなの。これは行政財産でしょ、普通財産じゃない

でしょ、行政財産を民間の知恵をかりて動かすということは施設の目的から見たときにど

ういう活用になるの。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 これは今現在、山陰歴史館というような形で使っている米子市

役所旧館の建物なんですけども、一つは、米子市の指定文化財ということで建物自体に価

値があるというものであるのを山陰歴史館として活用しているものでございますが、これ

を将来的にずっと同じような形態で使っていくのか、あるいは民間の力もかりながらいろ

いろなものに活用していって、にぎわい創出につなげていくとか、違った面での利活用と

いう可能性はどうなのかということをこれから探ろうというところでございます。ですの

で、そのサウンディングをしていってどういう御提案があるのかといったようなことも把

握しながら、それが実際に文化財との両立という面で考えたときに、どういう形で落とし

どころを見つけていけるのかといったようなことを検討いたしまして、そういった検討結

果を踏まえて、どういったものに活用できるのかということを見きわめていきたいという

ふうに現時点では考えております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 わしは、行政としてもっと主体的に物事を考えていっていただかなきゃいか

んと思うんだがんな。文化財なら文化財としてずっと継続していくのか、文化財を継続し
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ていく場合でも現状保存でいくのか、あるいは記録保存でいくのか、選択肢はあると思う

よ、市の指定文化財といえども。そういう基本的な部分の判断というのは全く説明にあら

われてきてないじゃないですか。民間の皆さんだけの意見を先に聞くじゃなしに、米子市

として今の旧市役所の山陰歴史館として使ってるその建物は、文化財として現状保存でい

くのか、記録保存でいくのか、この判断をまずすることが大事じゃないの、文化財の扱い

に関しては。でしょ。それが全く示されてないことが一つ。 

 もう一つは、山陰歴史館というものの施設機能をはめ込むの、はめ込まないのというこ

との考え方が見えてない。旧館をどういうふうに利用するか、そのあたりで山陰歴史館と

いう機能で使うという形で張りつけるのか。張りつけた場合に、展示面積、書庫、そうい

うものを含めて本当に可能性があるのと、大きな工事が伴うけども、そういうものの検討

もあるんじゃないの。その説明が全く載ってないじゃない。そういうものを検討した結果、

行政財産だけども、２,０００平米しかない容積率の中で何ぼ民間に渡してやればこういう

ものができ上がりますという想定のものもできとらないけんじゃないの。全てが民間任せ

で、今言った１項、２項の大事な部分はまるっきり伏せといて民間だけの意見を聞いて結

論が見れるという問題ではないと思うで。しかも概算的な事業費も立ててみて、この場合

でした場合にはどのぐらいかかるとか、この場合でした場合にはどれだけかかるとか、そ

ういうものだって当然行政内部でそういうものの検討を想定してつくった上で民間の意見

も聞くというのはまだわかるよ、そういうのが一切なしに、議会にも説明なしに民間の意

見を聞きましたと、それはちょっとおかしいじゃない、物事のつくり方が。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 今御指摘がありましたけども、この利活用の考え方というとこ

ろにもございますけども、まずは建物の文化財的な価値を生かした利用を図るという方針

でございます。ですので、文化財をやめにして別のものにするという意味ではございませ

ん。それが一つあります。 

 それと、あと歴史館の機能をどうするかということでございますけども、それも、利活

用の考え方の中の括弧の四角で囲んだところの②のとこにございますけども、民間が活用

される場合に建物を全館使用される場合と一部だけ使用される場合というようなことも想

定されると思います。そういったことも含めて利活用に関する御意見をまずは伺いたいと

いうとこです。その今サウンディングをして何かが出てきて、それで、すぐ、じゃあ、こ

れにしますと決めることではということではなくて、これをもとにして、まず我々として

は、文化財との両立という意味でどういうことが可能なのかといったような可能性を探る

こと、これには文化財保護審議会なんかの御意見も伺ってということになるんですけども、

そういったところを踏まえて最終的に市としてはこういう形でやっていきたいというのを

決めて、その決める前には議会のほうにも御意見を伺いながら、最後にそういったことの

手順を踏まえた上で、最終的に、もし公募するとなれば公募をかけていくといったような

手順になりますので、今は、その下調査といいますか、そういった段階のサウンディング

でございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 岡さん、あなた、やっぱり私語が多いわ。文化財を継続するのか、記録保存

するのかというのは、そのものをどういうふうに内部で協議したかという説明資料がない
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がん。一番大事なことだよ。文化財の保護する扱いの場合に。記録保存というのがあるん

だよ。米工の敷地、あれは片山さんが記録保存したんだよ。現状保存じゃなかったのよ。

それで米工が建ったのよ、あれは。何でほんなら記録保存はだめなんですか、何で現存保

存じゃなきゃだめなんですか、そんなことは一つも説明が議会にないよ。一番大事なこと

じゃないの、文化財として物を考えるなら。そういった答えた暁には、そういうものを検

討したものをまず議会に説明資料として出しなさいよ。そげせんと我々は判断できんじゃ

ないの。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 この最初の紙の２の利活用の考え方のところで四角で囲んで

ますけども、外観は損なわないようにしながら建物の文化財的な価値な生かした利用を図

るということで、今、記録保存というお話もございましたけども、埋蔵文化財ですと記録

保存という可能性もあり得るというふうに思いますけれども、これは有形文化財でござい

ますので、建物そのものが価値があるということで、それが文化財である以上は文化財と

して保存をしていくという考えでございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 もうそれはあなた自身の考えでしょ。建物であろうと記録保存はできるんで

しょ。埋蔵文化財じゃなきゃ記録保存はできないということはどこに書いてあるの、文化

財保護法を読んでそんなことは書いてないよ。それで一番大事なことは、そういうことの

説明を今まで聞いたけど、何遍もあんた方は質問を聞いとるわけだから、内部で検討した

らこういう結論に至りましたという説明があっていいじゃない、資料として。そういう公

文書でもって説明資料を出しなさいよ、まず第一に。なぜほんなら現状保存でいかなきゃ

いけないの、その理由は何なの。 

 そして最も大事なことは事業費なんですよ、一番心配するのは。小銭じゃ済まんで、こ

れは言っとくけど、今まで何遍も検討してきた経過があるが。その検討してきた経過から、

１５億かかった、最初は、一番大きなころは。２番目が１０億だよ、３番目が６億だよ。

そういう大きな投資して、文化財でございます、文化財でございます、何に使うの。それ

は民間の意見を聞いてやります、それは違うでしょ。基本的にどうするかというものの決

めがないままに、事業費も出さないままに民間の意見を聞いて進めていきます、おかしい

と思うよ、土台づくりが、プロセスが。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 まず、文化財ということに関しましては、これは文化財として

の価値があるということで、文化財保護審議会の中で検討いただいて、それで答申をいた

だいて文化財指定をしたわけですね、米子市の文化財保護条例に基づいて文化財として指

定したわけですので……。 

○遠藤委員 局長ね、ちょっと待ちない。あんた、わしも文化財保護条例に指定されてか

ら何年後かに議員になっとるだがん。そのいきさつは知っとるだがん。あえて皆さん方に

こういう叱責みたいなことを言いたくないけども。条例をつくって入れるものがなかった

んで、入れたというのが現実の姿なんだよ、これは。佐藤さんの建築というものの、著名

の話も一部は載っとるけども、もともと最初、文書で使ったのはれんがづくりって入れと

ったわけだ。それはおかしいじゃないかということになってれんが張りにかえたわけだよ。
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そういうかつての文化財の指定にしたいきさつがあるんだよ、これ言っとくけど。文化財

というのを装った経過があるだけの話なのよ。本当のれんがづくりであって明治の建物だ

ということになりゃ皆さんが注目するでしょう。れんが張りだで。それを最初はれんがづ

くりといって文化財に指定したのよ、一番最初は。今でもその記録は残ってるよ。そうい

う程度の、悪いけど、文化財を文化財でございます、文化財、当時文化財審議会が決めら

れました、後生大事に語ることかということなんだよ、今言うのは。それよりももっと大

事なことは、本当にそれだけの投資をして米子市に将来にわたってどんな効果があらわれ

るのと、中心市街地の活性化にどんな役立つのと、そういう政策的な評価も含めたものの

結果を見て文化財としてやっぱりやっていかないけんものかどうか、説明の中に出とらな

いけんでしょ。全くついてないよ、それが。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 我々としては、手続にのっとって文化財として指定されたもの

は文化財であるという前提でもって今考えてるんですけども、それで、先ほど改修費のお

話もございましたけども、確かに改修費というのはかなり多額の改修費がかかる可能性も

ございまして、これもどういった改修をするかということによってかなり変わってまいり

ますし、それから例えば民間の方が改修される部分が出てくれば、そこが公的な部分が減

っていくという可能性もございますので、まずは、今、民間に話を伺ったからそれでもう

どんどん決めていますという話ではございませんで、それを踏まえた上で、どういった形

が一番我々にとっても市民にとってもいいのかというそこを探っていこうという段階でご

ざいますので、もちろんそれを踏まえた上である程度方向性が出せるようになった場合は

当然議会のほうにも御意見伺って、それに改修費がどれぐらいかかってどういうものをす

るんだと、それは市街地の活性化にどういうふうに役立つんだっていうことは当然御説明

していくということにしておりますので、まずはその前段で、こういうことをしますとい

う御説明でございます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 あなた本当にわかってないと思うわ。令和３年度には整備工事等に入ります

というスケジュールだよ、これ。何で今、令和２年中のそういうあんた僕が言ってる問題

点を含めたものの市民合意ができるの。 

〔チャイム吹鳴〕 

○稲田委員長 鐘が鳴り終わるまでお待ちください。 

○遠藤委員 僕は、そういう拙速なやり方でいいかいっていうことだと思うよ、本来、本

当の話が。文化財で文化財の決まったとおりでしか私はやりません、それは今通らないこ

とじゃないの。我々も市民の一人だよ、議会の中の構成員の一人だ。そこからそういう意

見が出とる以上は、それに対して真摯に説明する必要があるんじゃないの、段取りを含め

て。そんなことを無視して文化財でございますからやりますなんて。例えば午前中に、あ

んたの所管じゃなかったけども、日野川の問題を戸田さんが取り上げた。有形文化財にな

っとるけど、あれだって見直すべきじゃないかという意見が出とるわけだ、ああいう大き

なもんでも。当然これだって出てくるのは当たり前の話なんだよ。それをもう決まっとり

ますけんそのとおりにいきますっていう話はどこから出てくるの。本当に市民の皆さん方

がそのような金を使ってそういうところにそういうことをやっていいのか、市民の意向を
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把握すべきだ、民間の業者の意見だけでなしに。存続をすべきなのか、記録保存すべきな

のか、有効利用すべきなのか、そういうふうな手だてがいっぱいあるじゃない。何で令和

３年の整備工事に入れるの、こんなとこが。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 済みません、ちょっと書き方が誤解を招いてしまったのかもし

れませんけど、この令和３年度以降ということにしておりまして、それ以前ではあり得な

いということで、当然令和２年度にいろいろなことをして３年度以降に整備工事の可能性

があるということでございまして、それを決めたわけではございません。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 令和２年度に耐震診断、設計整備手法の検討って書いてあるでしょうが、こ

れはただじゃないよ、こういうことをやることも今、予算がつくっていうことだよ。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 耐震診断は、いずれにしてもやっていかないといけないという

ふうに考えております。活用していくという方向で考えた場合。設計整備手法の検討って

いうのは、サウンディングを行った上で、どういう可能性があるのかとかそういうことを

検討していくということでございます。ですので、そこで……。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 こういうやりとりしとってもらちが明かん、正直言って。だけんきちんとし

た今言ったような事柄を含めた、自分らの中で内部で庁議で検討したことを文書にしてま

ず示してください、基本的な考え方を。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 まずはこのサウンディング調査をやる目的としては、前々からこの旧庁

舎、旧館の利活用を含めた当然文化財として保存も含めたどうしていくんだと、それから

使い方として、今は山陰歴史館で使っとりますが、本当で山陰歴史館の使い方でいいのか、

これはもうかなり文化創造計画をつくったときからずっと米子市の課題として長年来てお

ります。議会の皆様方のいろいろ御意見をいただいた中で、やはりこの旧館につきまして

は、民間活用をしたいというようなお声も、もちろん具体的なものはございませんけど、

そういうものを民間に開放してもらえれば少し考えてみたいというような御意見も実際伺

ったところもございます。ただ、具体的にやはり使うにしても、先ほど遠藤委員さんから

御指摘がありましたように、全部使うのか、一部使うのか、あるいはどういった小売で使

うのか、飲食で使うのか、あるいはサービスで使うのか、そういったこともいろいろお聞

きしなければならないということもございますし、それぞれの店舗形態で、先ほど事業費

のこともございました。設備も変わってくるということもございます。 

 私どものほうとしては、民間から率直な御意見をこのサウンディングのほうでいただい

た中で、本当に民間に開放していくべきなのか、委員さんおっしゃいましたように、文化

財として保存だけやっていくのか、あるいは記録保存というような形もとりつつどういっ

た用途としてやるのか、いろんな今方策があるんではないかというふうに思っております。

ただ、どうしても行政として決め切れないところは民間の提案をやはり一度受けておかな

いと、本当に民間活用として、あるいは中心市街地のにぎわいの拠点としてそういった可

能性があるのかないのか、整備事業費ももちろん重要な問題でございますが、その民間活
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用をしたときの経済効果、にぎわい効果ということもあわせましてどうすべきかというこ

とを最終的に判断しながら、当然議会の皆様方の御意見を伺い、本当によりよい選択をし

ていかなければならないということでございます。 

 冒頭、遠藤委員さんのほうからも、この調査自体をやるということは理解するがという

お声もいただきました。ですから現時点で今ここのスケジュールについての考え方に書い

てありますように、３年度以降整備していきますよということを現時点で決めてるわけで

も何でもございません。あらゆる可能性を探るためにこのサウンディング市場調査ってい

うことをさせていただきたい、そういう意味合いできょう御説明をさせていただいたとい

うことでございます。ちょっと今後のことについては決まってるわけでもございませんし、

民間をどうしても入れていくという考え方もございません。山陰歴史館をどっかに移動さ

せるとかやめてしまうということも全く決めておりません。ただ、民間の可能性をまずは

このサウンディング調査で御提案を受け、内容をその可能性が本当にあるのかどうか、ど

ういったにぎわいの効果が出るのかどうか、そういったことも全部ある程度こちらも把握

させていただくためにこの調査をさせていただきたいという趣旨でございます。そういっ

た点できょうのところは御理解をいただきたいというふうに考えております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 サウンディング調査って誰がやるの、どういう業者の。 

○稲田委員長 下高文化振興課長。 

○下高文化振興課長 文化振興課で直営で行います。 

○遠藤委員 何、どういう意味。 

○稲田委員長 文化振興課で行いますという意味ですね。 

○遠藤委員 文化振興課で行うの。文化振興課で行うならサウンディング調査という言葉

を使わんでも、自分たちがどういう想定した問題でこういう問題を抱えております、それ

についてこういうふうに整理しました、よって、どういう方向がいいでしょうかというこ

とを出せばいいじゃないの。 

○稲田委員長 ここの青い部分を主管として担当しますという意味で直営と使われたか

なと私は理解しましたが。 

（「実質、業者だで。」と戸田委員） 

○遠藤委員 業者だ。だからどういう業者が該当するんだということだ。 

（「対象となる」と声あり） 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 サウンディングの対象となるのは、特に何っていう限定はして

おりません。例えば飲食があったり、それから店舗があったり、場所として利活用したい

という提案があったりと、いろいろなことがあるのではないかということは考えておりま

す。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 非常に甘ったるい話をしとるだ。面積が限られとるわけだ、あの建物は。で

しょ、２,０００平米でしょ、ざっと容積率が。そこに食べ物かは知らんけども、店舗か知

らんけど、はめ込んだら山陰歴史館の機能は吹っ飛ぶんじゃないの、今度は逆に。だから

山陰歴史館として残すのか、もっと言えば文化財として残すのか、例えば文化財として残
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したら制約がかかるわけだ、文化財ということになれば。だからそれだったら記録保存に

して山陰歴史館を移して文化財を消して使うとか、そういうことも含めた検討があるんじ

ゃないかと僕は言っとるわけだで。その上で、行政財産でないということにするならば、

普通財産なら丸ごと民間に投げ出してもいいわけだ、極端に言えば。だけど、文化財でや

っとる以上、普通財産にならんだよ、これは。行政財産だよ。そこのところに山陰歴史館

というものを入れとって、店舗か知りませんし、喫茶店かもしれません、レストランかも

しれないけど、サウンディング調査しますなんて、そんなことをしとったら山陰歴史館は

どこに行くの。そういう曖昧なことで事業のスケジュールを組み立てなさんなっていうん

だ。そういうことが想定できることなんだから、そういう一つ一つ想定したことを整理し

て、こういうふうに位置づけましたと、よって、これで、それこそサウンディング調査が

必要ならやればいいだがん。その前段のものが全くないじゃないのと言っとるわけだがん。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 この資料を見ますと、そういった前提条件、例えば山陰歴史館を移転す

ることも一つの案としてある。ですからここに書いてございますように、全館を使用する

という提案も聞きたいと思いますし、そのいろいろ事業者さんによってあの規模感全体で

ないとやはり採算として成り立たんということもございますし、いや、１階だけでいいん

だよということになれば、じゃあ、２、３、４で山陰歴史館の規模を縮小してそこに置い

とくか、さまざまな比較検討をしていく必要があるというふうに思っております。ですか

ら、おっしゃいましたことはもう全くそのとおりでございまして、我々は、そのいろいろ

な角度からの検証をこれからやっていく必要があると思いますし、その中で、何かをやは

りサウンディング調査の結果も含めて選択をしていって、改めましてこうしたいという御

提案をさせていただく必要があるというふうに思っております。 

 ただ、１点、民間からの投資があるのかないのかということを、やはり我々もこのサウ

ンディング調査を通じて確認をしていかなければ、なかなか行政だけで、さあ、民間に開

放しますと、山陰歴史館はやめますなり移転させますということも決め切れんということ

がございますので、ぜひともこの市場的なものとして利活用の可能性があるのかないか、

これをまずサウンディング調査で民間の御意見を聞かせていただいた上で、最終的に市の

方針を定めさせていただきたいと思いますし、おっしゃいましたように、行財から普財に

する必要性があれば、そのことも含めまして議会にこれは当然議案として出させていただ

くようなことになってくるだろうというふうに思っております。ぜひとも私もあそこの場

所につきましては、非常に今の中活の回遊性のポイントにもなり得る場所であるというふ

うに思っておりますし、果たして今の歴史館ということが本当に米子市の発展のためにな

るのかどうか、そういうこともございますんで、ぜひとも民間の御意見を聞きながら最終

的に市の方針を決めさせていただきたいなというふうに思っているところでございます。 

 本日のところは、何回も申し上げますが、民間に開放することを現時点で市として決め

てるわけでも全くございませんし、山陰歴史館をやめるとか、あるいは移転させる、そう

いったことも今決めてるわけでもございません。委員さんおっしゃいましたように、文化

財としてずっと保存していくのかどうかも含めて、あらゆる角度でサウンディング調査を

通じて総合的に検討させていただきたいということで本日のところは御理解をいただけま

せんでしょうかということでお願いしたいと思います。 
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○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 僕は、もう一つ、これは市民調査してほしいと思う。僕は、森田市長さんの

ときに、７０周年の市制記念事業として森田さんは５,０００万円の基本設計を予算計上し

たのよ、当初予算に。そのときの助役さんは小坂さんだった。僕が１人反対した。その後、

ピアベールというところで市民トークを開いた。そしたら１５０人市民が集まった。そこ

に森田さんは出席された。そこで議論されました。結果、森田さんは撤回されました。凍

結されました、この５,０００万円の基本設計予算を。そういう歴史が残ってるんですよ、

これは。先輩の皆さんがなぜ凍結したかと。つまりそのときに僕は７００名からの市民の

皆さんのアンケートをとったら、７０％から８０％が歴史館なんか知らない。そんなもの

に利用する考えはない、圧倒的にそういう声が多かった。それを突きつけた、市長に、そ

れでもあんたやられるのって。それで市民トークを開いた。結局決断された。僕は立派だ

ったと思うよ、正直言って。そういう歴史があるから僕は言ってるんだよ。 

 本当にあの旧館をどういうふうに扱うことがいいのか、中心市街地の核になるのか、あ

るいは将来にわたってどういう活用があるのか、この保存か、記録保存かを含めて市民に

一遍意見を問うべきなのよ。文化振興課だけで判断することじゃないのよ、これは。市民

の財産なんだから、何ぼ文化財指定だっていって、それは文化財として必要ないって市民

が言えば捨てにゃいけんわけだから。だけど、必要だと言えば、どういう形になりますよ

ということも含めて説明が伴うけん、これ一遍市民に判断を求めることも含めて検討の中

に入れてもらいたい。何でそれができんかということなのよ。やって何で悪いの、市民か

らの意見を聞くことが何で悪いの。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 市民にも示していくということなんですけども、その前段とし

て、やはり何ができるかっていうことをある程度こちらで把握しといて、全くできないよ

うな提案をいただいてもいけませんので……。 

○遠藤委員 いいや、違うがな、岡さんよ。あんたなんではめ込んでくうだ。残すべきか、

残さないべきかといって問えばいいだがん。残せという声があったら、どういうふうにす

るかって考えりゃええだ。だけど、やめてって言われたらこれを検討することああへんが

ん。やめてしまわないけんがん。まずは残すべきなのか、維持すべきなのか、市民にそれ

を問えばいいだん。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 それは行政として一つ案として、こういう形で使っていきたい

といったような何かしらの形といいますか、案というか。 

○遠藤委員 それはあなたの立場の意見だがん。個人の意見だがん、そがんことは。公会

堂のとき野坂市長は何をしたと思う。存続か、廃止か、市民アンケートを３,０００名とっ

たでしょうが、あれ。半分の人がだめだと言ったでしょうが、廃止せいといって、議会が

１票差で廃止を免れたけど。そういうことだってあり得るのよ。何を具体的にどうするか

じゃない、公会堂を存続すべきか廃止すべきか、野坂市長は３,０００名のアンケートをと

ったがん。存続すべきか廃止すべきかとればいいだがん、みやすいことだがん。それで市

民が残せって言われたら、それを残すためにどういう方法があるか検討していく、これで

ええだがん。今それを問うことが大事だって言っとるだがな、わしは。そのために１５億
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使ったのよ、公会堂を修復するのに。図書館に１０億使ったのよ。中心市街地で２５億、

文化政策で使って何の効果があがっとる、税金払っとる市民からして腹が立つよ、これ言

っとくけども。それなのにまた同じように上塗りするの、１０億、１５億、あの旧館に。

そんなことが目に見えとるから言ってるわけだよ。 

○稲田委員長 杉村経済部長。 

○杉村経済部長 遠藤委員さんの市民の声を聞くべきだという御意見については、受けと

めさせていただきます。今後のどういった形で市民のほうに、まずはこうしたいという情

報を出していく必要があると思います。その上で、さまざまな御意見が出てくるだろうと

いうふうに思っております。当然市の財産でございますので、市民の意見を聞くことは重

要な視点だというふうに思っておりますし、事業費もそれなりにかかってくるというふう

に認識しておりますので、そのあたりは市民の意見をどういった形で聞くかということは

また検討いたしますけど、どういったものをするかっていうことをまず当局側で決めなけ

ればなりません。その内容によりまして、どういった形がいいのか、市民の意見を聞く形

はどういった形で聞いていくのか、そういうことも含めまして御検討させていただきたい

と思います。 

○稲田委員長 よろしいですか。 

 ほかございますか。 

 戸田委員。 

○戸田委員 私も発言しようと思ったことを遠藤さんが議論になったんだけど、やっぱり

サウンディング調査を私はすべきだと思っておるんです。逆に言えば、いわゆる議論をす

る材料としてそういう予備調査を十分にされるべきだと私は思ってるんです。しかしなが

ら、遠藤さんが指摘されたように、これはもう今の現在の山陰歴史館をそのまま存続して

リニューアルしていくんだというありきのあらわし方をしておるけん、そこが私も少し違

和感がある。議論がし尽くされてない。議論をするためにも、そういうサウンディング調

査をされて十分な今の資料提供をするための一つの手法だというような内容であれば、私

は賛成したいというふうに思います。 

 ただ、私、正直言って本当に岡さんたちに言いたいんだけど、さっきの資料のことだけ

ど、一つだけ言っとく。こないだは、１２月１７日ってちゃんと委員会の右肩に打ってあ

る、他課も全部打ってある。今回だけ打ってない。都合のいいよかれ主義みたいな形にし

ておられるんだ、私もそう感じるんです。ここを見てください、そうじゃないでしょ。き

ょうも、だったらきちっと右肩に打たれたらどうですか、委員会資料なら。１２月はきち

っと打ってる、見てください、持ってきました。きょうはありません。そういう資料はや

められたがええ、そういう私は意見を言っときます。 

○稲田委員長 岡文化観光局長。 

○岡参事兼文化観光局長 御指摘のとおり、きょう追加でお配りしたものに資料の日付を

入れてませんでした。それは申しわけございませんでした。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないようでしたら、本件については終了いたします。 

 次に、米子インター周辺工業用地立地企業選考結果について、当局からの報告をお願い
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いたします。 

 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 米子インター周辺工業用地予約分譲募集に係る選考結果について

御報告をいたします。 

 米子インター周辺工業用地につきましては、現在、本年４月以降、本格分譲をする予定

で鋭意工事を進めているとこでございます。予約分譲につきましては、昨年の１０月１８

日の閉会中の委員会で予約分譲の募集を開始しますということで御報告をいたしました。

この予約分譲につきましては、できるだけ早く完売の促進を図っていこうという目的のた

めに事前に予約を受け付けるというものでございました。 

 一応、分譲の面積につきましては、５区画を提示しまして募集をいたしました。予約面

積につきましては、ごらんのように「約」という文字がついております。これは、先ほど

説明いたしましたようにまだ工事中でございまして正確な面積が計測できておりませんの

で、おおよその図面上の面積で示しており、単価につきましても１平米２万４,０００円で

提示しておりました。これにつきましては、その１０月の末の時点で、今後、工事費の見

込み、それからこれは特別会計で処理しておりますので、起債の償還利子とか、あと若干

の事務費等を見越しまして、それを面積で割り戻したもので提示しております。 

 募集しました業種につきましては、製造系または加工系の工場でございます。予約分譲

の受け付けは昨年の１１月１日から１２月１３日という期間で募集いたしました。その結

果、募集をしていただきましたのが１社でございます。 

 その１社の企業概要でございますけど、名称は株式会社タブチ、本社は鳥取市にござい

ます。米子市のほうにも夜見町に営業所がございます。創業は１９４７年１０月で、設立

は１９８０年１２月ということでございまして、全体の株式会社タブチさんの従業員数は

３８名でございます。事業内容につきましては、住宅とか店舗、倉庫、工場等のさまざま

な建物に使われます金属屋根材、外壁材の製造、それとその販売、各種建築資材の販売、

板金工事、エクステリア商品、住設機器の販売を行っておられます。先ほども説明しまし

たけど、夜見町内に賃貸の事業所がございます。今回求められたのは、新たに工場等を増

設しまして、従業員も３名ほどふやすという予定で計画をされておられます。一応タブチ

につきましては、経営力のもと県内トップのシェアを誇り、国、県ともに経営革新計画の

承認を受けるなど堅調な経営を行っている企業様でございます。 

 希望された区画につきましては、区画４のとこでございます。投資の見込みということ

でございますが、一応計画では土地代を含めまして２億９,８６４万、約３億を予定してお

られます。投資の内容は、工場棟の建設と事務所棟の建設、そこで屋根材とか外壁材等を

製造される予定にしておられます。工事のほうの着工予定は令和２年の１２月から開始さ

れる予定にしております。操業を令和３年の５月からということで計画をされております。

そういう企業様でございますので、ことしの１月９日に選考委員会を開きまして、その事

業内容とか投資内容、それから企業様の要望等を審査いたしまして、こちらの企業様に分

譲してもいいということで選考結果をいたしまして、分譲先に決定したということでござ

います。 

 ４月から本格分譲をする形になっておりますので、これにつきましては、予約では１社

でございますけど、今後は随時、全区画が埋まるように鋭意努力してまいる所存でござい
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ます。 

 一応、選考結果について御報告ということでございます。 

○稲田委員長 当局からの報告が終わりました。 

 委員の皆様からの質疑、御意見を求めます。 

 遠藤委員。 

○遠藤委員 これ、あと残る区画の見通しはどうなんですか。 

○稲田委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 まず予約だけのときに数社一応問い合わせがあったり興味を示さ

れた企業様がございまして、ただし、１社になったというのは、１１月、その募集時期に

日韓関係の悪化、それから米中の貿易摩擦の悪化ということで、製造業様にとりまして今

すぐ投資というのをちょっと控えられた部分がございまして、ただ、新たな土地を求めた

いという気はお持ちでございますので、その企業様について、これから常にフォローして

いって購入していただくようにやっていこうと考えております。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それは１社ですか、数社ですか。 

○稲田委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 一応３社程度ぐらいはちょっと、今すぐじゃないですけど、もう少

し長いスパンでちょっと考えさせてほしいということでございますんで…。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 ちょっと見識が足らんかもしらんけど、申しわけない、時間とって、流通団

地も一時いろんなことがあって長引いた。ところが、業種がこれは変更できなくて固定し

ておったということが大きな原因だって、それを時間が来て変えることができたのか、政

治的に変えたのかはちょっと忘れたけども、例えばそういうようなことの案件はここには

必要ないんですか。 

○稲田委員長 雑賀経済戦略課長。 

○雑賀経済戦略課長 ここは、いわゆる開発許可を得て開発したとこでございまして、そ

のときに一応製造業ということで開発許可をいただいておりまして、流通関係につきまし

ては結構やはりまだ活発に進出の意欲が見られる部分がございまして、製造業につきまし

ては、先ほども説明しましたように、いろんな経済状況の関係でちょっと手控えておられ

る状況がございますので、今の開発許可が製造業の工場ということでなってる部分につき

ましては、今すぐにということではございませんですけど、これが塩漬けになってはいけ

ないことでございますので、その辺のことを考慮しながら検討していきたいと思っており

ます。 

○稲田委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 流通団地の歴史は御存じだろうと思いますけど、それも議会で相当議論しま

した。それで、議会も一時はストップをかけました。ところが、名前を出していいかどう

かわからんけども、経済団体のほうが責任を持つと、６割は処理すると、だからやってご

せと２年間にわたって議論が起きたと思いますよ。その当時の小坂助役は本当かやってい

う疑心暗鬼しながら議会を説得されましたけど、結果６０％みんなふっとびました。そう

いう苦い歴史がありますんで、やっぱり先々をよく読んでいただいて状況を判断してもら
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って、打つ手は打ってもらうということを申し上げておきます。 

○稲田委員長 ほかございますか。 

〔「なし」と声あり〕 

○稲田委員長 ないですね。 

 以上で全ての報告案件が終わりました。 

 都市計画委員会を閉会いたします。 

午後５時４４分 閉会 

 

米子市議会委員会条例第２９条第１項の規定により署名する。 

 

都市経済委員長  稲 田   清 


